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研
究
ノ
ー
ト

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
み
る
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
修
養
生
活

 

影　

山　

教　

俊

◇
は
じ
め
に

　

仏
教
を
探
求
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
学
問
的
に
探
求
す
る
仏
教
学
と
い
う
方
法
と
、
さ
ら
に
仏
教

が
伝
承
し
て
い
る
修
行
法
（
僧
院
生
活
の
全
体
）
に
よ
る
体
験
的
に
探
求
す
る
方
法
が
あ
る
。
具
体
的
に
仏
教
の
学
び
に
は
「
行
学
二

道
」、「
行
学
一
体
」
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
が
、
学
問
的
な
探
求
法
と
体
験
的
な
探
求
法
が
併
存
し
、
仏
教
と
は
行
と
学
の
不
離
不
即
の

全
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
明
治
政
府
の
仏
教
弾
圧
に
よ
る
明
治
七
年
の
大
教
院
制
度
に
よ
っ
て
、
現
代
で
は
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
学
問
的
に
探
求

す
る
方
法
が
主
流
と
な
り
、
修
行
法
に
よ
る
体
験
的
な
探
求
法
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
は
、
あ
く
ま

で
も
言
語
理
性
に
基
づ
く
論
理
学
を
前
提
に
し
た
学
問
で
あ
る
。
論
理
学
は
ロ
ジ
ッ
ク
（Logic

）
の
訳
語
で
、
ど
の
よ
う
な
推
論
が
正

し
い
か
を
体
系
的
に
探
求
す
る
学
問
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
論
理
学
と
は
、
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
が
物
語
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ

語
の
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
（Logos

）
に
そ
の
語
源
が
あ
り
、
聖
書
（
神
の
言
葉
）
を
言
語
理
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解

し
論
証
す
る
か
の
学
問
で
あ
る
。
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キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
経
綸
は
契
約
書
と
し
て
の
聖
書
に
全
て
存
在
す
る
と
考
え
る
。
神
の
言
葉
が
全
て
の
始
ま
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
の
経
綸
と
し
て
こ
の
世
に
具
体
化
す
る
。
そ
の
た
め
契
約
書
で
あ
る
聖
書
の
文
言
を
精
確
に
解
釈
し
、

思
想
信
条
と
し
て
哲
学
化
（
観
念
化
）
す
る
こ
と
は
、
神
の
経
綸
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
さ
き
の
よ
う
に
仏
教
と
は
行
と
学
の
不
離
不
即
の
全
体
で
あ
り
、
僧
院
生
活
の
中
で
培
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
仏
教
文
化
は
論
理
学
に
よ
っ
て
理
性
的
に
解
釈
さ
れ
学
問
化
さ
れ
た
瞬
間
、
体
験
的
に
探
求
さ
れ
た
仏
教
文
化
は
観
念
化
さ
れ
、
具

体
性
（
現
実
・
身
体
）
を
失
う
と
い
う
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
仏
教
の
学
び
の
あ
り
方
は
、
解
釈
し
理
解
す
る
こ
と

目
的
と
せ
ず
に
、
行
学
二
道
の
信
行
生
活
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
が
重
ん
じ
ら
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

行
学
二
道
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
か
ら
仏
教
の
学
び
の
あ
り
方
を
見
れ
ば
、
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
理
解
さ
れ
た

思
想
信
条
を
、
体
験
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
仏
教
の
目
的
は
、
生
老
病
死
の

四
苦
、
現
実
苦
の
解
決
（
悟
り
）
で
あ
り
、
仏
教
は
そ
の
解
決
の
た
め
の
技
術
と
い
う
こ
と
は
、「
四
門
出
遊
」
の
伝
説
に
見
ら
れ
る
通

り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
が
現
実
苦
の
解
決
（
悟
り
）
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
教
は
よ
く
医
療
ベ
ー
ス
の
宗
教
（『
法
華
経
』
良
医

病
子
の
喩
え
、『
涅
槃
経
』
五
味
相
生
の
譬
） 

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
天
台
止
観
典
籍
か
ら
律
蔵
経
典
ま
で
、
仏
教
の
医

学
的
な
知
識
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
医
学
二
大
聖
典
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』、『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
な
と
を
頼
り
に
論
じ

て
き
た
。

　

今
回
は
行
学
二
道
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
か
ら
仏
教
の
学
び
の
あ
り
方
を
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
み
る
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
修
養
生

活
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
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１　
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
執
筆
の
理
由

　

序
章
に
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
執
筆
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
中
国
に
お
け
る
持
戒
の
方
法
は
イ
ン
ド
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
自
ら
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
諸
部
派
の
律
を
互
い
に
用
い
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
律
の
講
義
な
ど
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
注
釈
書
ま
で
も
複
雑
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
具
足
戒
全
体
も
難

し
く
な
り
、
律
の
解
釈
ど
こ
ろ
か
律
自
体
を
敬
遠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
中
国
に
お
け
る
律
の
学
習
は
、
律
蔵
そ
の
も
の
に
依
ら

ず
に
師
と
弟
子
の
間
に
お
け
る
相
承
が
軌
則
と
な
っ
て
い
る
（
注
１
）」

と
、
中
国
仏
教
界
の
実
情
を
示
し
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
出
家
の
僧
侶
に
は
、
守
る
べ
き
軌
規
や
儀
則
を
講
義
し
説
法
を
す
れ
ば
、
多
く
の
僧
侶
や
信
徒
は
厳
然
と
し
て
、
そ
の
極
旨
を
承
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
僧
侶
に
も
、
一
生
懸
命
に
修
行
の
道
に
励
み
、
禅
那
・
三
昧
の
入
定
を
行
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ

く
経
律
に
符
合
す
る
た
め
に
、
過
ち
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
中
国
へ
の
経
律
の
伝
受
に
は
訛
り
誤
謬
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
中

国
の
師
資
相
承
の
中
で
積
み
重
な
っ
た
習
慣
に
よ
っ
て
、
律
の
真
実
に
そ
む
い
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
謹
ん
で
聖
教
お
よ
び
現
に
イ
ン
ド

で
行
わ
れ
て
い
る
要
法
に
よ
っ
て
、
律
の
真
実
の
あ
り
様
を
知
ら
せ
し
た
い
。
本
書
は
総
じ
て
四
十
章
あ
り
、
分
け
て
四
巻
と
し
、『
南

海
寄
帰
内
法
伝
』
と
名
付
け
る
（
注
２
）」

と
、
中
国
に
お
け
る
持
戒
の
方
法
は
、
自
ら
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
諸
部
派
の
律
を
互
い
に

用
い
て
い
る
た
め
に
、
律
蔵
の
全
体
が
正
し
く
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
を
執
筆
し
た
と
言
っ
て
る
の

で
あ
る
。

２　

イ
ン
ド
七
世
紀
（
唐
代
）
の
仏
教
事
情
に
つ
い
て

　

イ
ン
ド
七
世
紀
（
唐
代
）
の
仏
教
事
情
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
義
浄
三
蔵
の
脚
注
に
依
れ
ば
、
さ
き
に
は
「
律
の
学
習
は
律
本

に
そ
の
も
の
に
依
ら
ず
に
、
師
弟
の
相
承
が
軌
則
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
の
実
状
に
つ
い
て
、
各
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部
派
で
三
衣
の
縫
い
代
（
葉
）
に
広
い
狭
い
の
違
い
、
寺
院
に
宿
泊
す
る
に
も
同
宿
・
別
宿
の
違
い
、
食
事
を
受
け
る
に
も
直
接
・
間
接

の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
各
部
派
に
伝
承
し
た
律
に
依
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
過
ち
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
続
け
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
は
中
国
の
よ
う
に
他
部
派
の
律
を
自
分
の
部
派
の
律
に
交
ぜ
る
こ
と
は
な
い
。
イ
ン
ド
仏
教
を
伝
え
る
諸
部

派
の
始
ま
り
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
現
在
の
イ
ン
ド
仏
教
の
大
綱
は
た
だ
四
部
派
で
あ
る
。
一
つ
に
は
大
衆
部
で
七
分
派
に
分
派
し
て
い

る
。
二
つ
に
は
上
座
部
で
三
部
派
に
分
派
し
て
い
る
。
三
つ
に
は
根
本
説
一
切
有
部
で
四
部
派
に
分
派
し
て
い
る
。
四
に
は
正
量
部
で
四

部
派
に
分
派
し
て
い
る
。
経
・
律
・
論
の
三
蔵
は
各
々
十
万
頌
が
あ
り
合
計
す
れ
ば
三
十
万
頌
で
、
唐
語
に
訳
せ
ば
一
千
巻
に
成
る
と
い

う
。
ま
た
四
大
部
派
の
各
部
派
は
、
合
計
す
れ
ば
十
八
部
派
が
あ
る
。
中
国
で
は
五
部
派
と
い
う
が
、
イ
ン
ド
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

そ
の
四
部
派
の
関
係
は
、
も
と
よ
り
イ
ン
ド
の
地
、
及
び
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
州
は
み
な
四
部
派
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
に
よ
っ
て
四
部
派

に
は
多
少
の
偏
り
が
あ
る
。
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
で
は
、
四
部
派
は
通
じ
て
学
習
さ
れ
て
い
る
が
、
根
本
説
一
切
有
部
が
最
も
盛
ん
で
あ

る（
注
３
）」

と
、
現
在
の
イ
ン
ド
の
相
承
の
大
綱
は
た
だ
四
部
派
は
、
大
衆
部
・
上
座
部
・
根
本
説
一
切
有
部
・
聖
正
量
部
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
律

蔵
が
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
マ
ガ
ダ
国
で
は
根
本
説
一
切
有
部
が
最
も
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
。

３　

南
海
（
東
南
ア
ジ
ア
）
の
仏
教
事
情
に
つ
い
て

　

義
浄
三
蔵
が
中
国
広
東
省
広
州
か
ら
出
航
し
、
東
イ
ン
ド
の
タ
ー
ム
ラ
プ
リ
テ
ィ
に
い
た
る
航
海
の
途
中
（
六
七
一
年
十
一
月
〜
六
七

三
年
二
月
）
で
見
聞
し
た
仏
教
事
情
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
み
な
上
座
部
で
あ
り
、
大
衆
部
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
十
余
国
が
有
る
が
、
も
っ
ぱ

ら
根
本
説
一
切
有
部
で
あ
り
、
正
量
部
も
尊
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
日
は
少
し
上
座
部
と
大
衆
部
を
も
兼
ね
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
東
南
ア
ジ
ア
の
島
々
は
み
な
仏
法
に
遵
っ
て
い
て
、
そ
の
多
く
は
小
乗
で
あ
る
。
た
だ
ス
マ
ト
ラ
島
の
マ
ユ
ー
ラ
に
少
し
大
乗
が
あ
る
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だ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
北
部
の
驩
州
か
ら
正
南
へ
徒
歩
で
半
月
、
船
な
ら
ば
五
、
六
日
（
朝
）
で
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
の
匕
景
に
到
着
す
る
。

そ
こ
か
ら
南
下
す
る
と
占
波
が
あ
り
、
正
量
部
が
多
い
が
一
部
で
根
本
説
一
切
有
部
も
兼
ね
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
先
に
は
衣
服
を
付
け
な

い
裸
国
が
あ
り
、
多
く
の
人
た
ち
は
イ
ン
ド
教
の
神
々
に
使
え
て
い
た
。
そ
の
後
に
仏
法
が
盛
ん
に
流
布
し
た
が
、
現
在
で
は
仏
教
以
外

の
外
道
が
雑
居
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
部
と
は
地
続
き
南
隅
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
島
々
の
こ
と

で
は
な
い
（
注
４
）」
と
い
い
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
大
衆
部
が
退
け
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
上
座
部
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
根
本
説
一
切
有
部
が
多

く
、
正
量
部
も
尊
ば
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
近
年
に
な
る
と
一
部
で
は
上
座
部
と
大
衆
部
の
兼
行
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
東
南
ア
ジ

ア
で
は
、
マ
ユ
ー
ラ
に
大
乗
が
あ
る
の
み
で
、
後
は
す
べ
て
小
乗
だ
っ
た
と
い
う
。

４　

義
浄
三
蔵
の
み
た
イ
ン
ド
仏
教
の
実
際
に
つ
い
て

　

中
国
か
ら
一
年
半
の
航
海
で
到
着
し
た
イ
ン
ド
の
仏
教
事
情
は
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
四
〇
歳
か
ら
五
一
歳
ま

で
の
一
一
年
間
（
六
七
四
〜
六
八
五
）
義
浄
三
蔵
は
ど
の
様
な
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
を
見
聞
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
義
浄
三

蔵
の
詳
細
な
報
告
が
始
ま
る
。

　
「
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
を
詳
細
に
見
る
と
、
四
分
派
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
律
儀
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
各
部
派
の
律
蔵
に

み
る
罪
過
の
軽
重
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
出
家
の
僧
侶
は
そ
れ
ぞ
れ
各
部
派
で
執
行
さ
れ
て
い
る
作
法
に
よ
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
先
の
よ
う
に
中
国
の
律
の
註
釈
家
は
、
各
部
派
の
律
蔵
を
自
由
に
引
用
し
都
合
よ
く
理
解
し
て
い
る
た
め
に
、
中
国
で
は
他
の

部
派
の
律
蔵
に
み
る
罪
過
の
軽
重
を
自
分
の
部
派
の
律
蔵
に
置
き
換
え
た
り
、
他
の
部
派
の
作
法
を
嫌
っ
た
り
す
る
。

　

し
か
し
、
イ
ン
ド
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
中
国
で
は
各
部
派
で
律
蔵
を
別
異
に
す
る
意
義
が
分
か
ら
ず
、
さ
ら

に
律
蔵
に
定
め
ら
れ
た
罪
過
の
軽
重
の
道
理
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
身
体
は
一
つ
だ
と
い
う
の
に
四
部
派
の
各
律
蔵
の
す
べ
て
を
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行
ず
る
こ
と
は
で
き
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
さ
に
行
法
が
異
な
っ
て
い
る
出
家
の
僧
侶
は
、
当
然
、
自
分
が
所
属
す
る
部
派
の
行
法

に
よ
る
べ
き
で
あ
る
（
注
５
）」
と
、
さ
き
の
中
国
仏
教
界
の
実
状
を
く
り
返
し
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
こ
で
イ
ン
ド
の
仏
教
事
情
に
触
れ
て
お
け
ば
、
先
の
よ
う
に
大
衆
部
・
上
座
部
・
根
本
説
一
切
有
部
・
正
量
部
の
四
部
派
が
あ
り
、

そ
の
四
部
派
で
は
大
乗
と
小
乗
と
区
分
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
と
く
に
北
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
で
は
も
っ
ぱ
ら
小
乗
で
あ
る
。
一
方
こ

れ
に
対
し
て
中
国
で
は
、
そ
の
意
は
大
乗
教
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
諸
国
は
大
乗
と
小
乗
を
ま
ぜ
て
修
行
し
て
い
る
の
が
、
イ
ン

ド
の
仏
教
事
情
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
考
察
す
る
と
、
大
乗
も
小
乗
も
共
に
律
蔵
の
教
え
に
よ
っ
て
修
養
生
活
を
検
察
し
て
お
り
、
共
に
五ご

篇ひ
ん

の
波
羅
夷
・
僧
残
・
波

逸
提
・
提
舎
尼
・
突
吉
羅
を
制
定
し
、
ま
た
大
乗
も
小
乗
も
同
じ
よ
う
に
四
諦
（
苦
・
集
・
滅
・
道
）
を
修
行
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
も
し
菩
薩
を
礼
拝
し
大
乗
経
典
を
読
誦
す
る
れ
ば
大
乗
、
そ
の
菩
薩
礼
拝
、
読
誦
大
乗
経
典
を
し
な
け
れ
ば
小
乗
と
呼
ぶ
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
大
乗
も
二
種
類
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
に
は
中
観
、
二
に
は
瑜
伽
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
種
類
の
大
乗

が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
す
べ
て
聖
教
に
遵
っ
て
お
り
、
大
乗
と
小
乗
と
言
っ
て
も
何
れ
が
正
し
く
、
何
れ
が
間
違
い
と
い
う
こ
と

は
な
く
、
み
な
同
じ
よ
う
に
涅
槃
へ
の
約
束
、
そ
の
意
は
煩
惑
を
断
じ
て
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
大
乗
と
小
乗
と
色
分
け
し
て
広
く
乱
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
イ
ン
ド
で
は
大
乗
も
小
乗
も
双
行
さ
れ
て
お
り
、
道
理
と
し
て

大
乗
も
小
乗
も
共
に
背
い
た
り
、
争
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
（
注
６
）」
と
い
う
。

５　

イ
ン
ド
仏
教
に
み
る
修
養
生
活
に
つ
い
て

　

序
章
か
ら
は
、
中
国
仏
教
に
は
イ
ン
ド
仏
教
が
正
し
く
伝
承
し
て
い
な
い
こ
と
、
と
く
に
僧
侶
の
生
活
規
定
で
あ
る
律
蔵
が
、
各
部
派

の
異
な
り
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
、
勝
手
に
取
捨
択
一
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
義

浄
三
蔵
の
イ
ン
ド
留
学
の
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
梵
本
の
将
来
さ
れ
、
と
く
に
説
一
切
有
部
所
伝
の
律
蔵
を
翻
訳
・
紹
介
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の
偉
業
と
な
っ
て
い
る
。『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
執
筆
の
由
来
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
分
か
る
。

　

し
か
し
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
を
読
み
進
む
と
、
義
浄
三
蔵
の
伝
え
た
い
こ
と
は
説
一
切
有
部
律
な
ど
の
将
来
だ
け
で
は
な
い
こ
と

が
読
み
と
れ
る
。『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
は
、
律
蔵
文
献
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
作
法
と
共
に
、
イ
ン
ド
僧
院
で
実
際
に
行
わ
れ
て

い
る
修
養
生
活
の
重
要
性
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
四
〇
章
の
中
で
、
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
挙
げ
な
が
ら
論
を
進
め
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
義
浄
三
蔵
は
五
一
歳
（
六
八
五
）
の
時
、
梵
本
三
蔵
五
十
万
余
頌
を
携
え
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
か
ら
帰
路
に
つ
き
、
上

陸
地
タ
ー
ム
ラ
リ
プ
テ
ィ
へ
と
向
か
う
。
さ
ら
に
五
十
三
歳
（
六
八
七
）
航
路
で
東
南
ア
ジ
ア
・
ス
マ
ト
ラ
島
の
末マ
ラ
ー
ユ

羅
遊
に
到
着
し
、
こ

こ
で
七
年
間
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
の
が
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
南
海
寄
帰
内
法

伝
』
は
、
五
十
七
歳
（
六
九
一
）
の
時
に
帰
国
す
る
大
津
に
委
託
し
、
唐
の
王
室
へ
の
献
納
と
、
イ
ン
ド
に
支
那
寺
を
建
立
す
る
よ
う
に

願
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
執
筆
の
背
景
を
考
え
る
と
、
義
浄
三
蔵
は
す
で
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
に
留
学
中
の
四
十
歳
（
六
七
四
）
の
時
に
根
本
説
一
切
有
部

律
な
ど
の
素
訳
を
済
ま
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
は
律
蔵
の
規
定
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
実

際
に
は
律
蔵
に
基
づ
い
た
修
養
生
活
の
実
際
が
、
中
国
の
仏
教
事
情
を
批
判
的
に
眺
め
な
が
ら
、
詳
細
に
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

第
一
章
「
破
夏
非
小
」（
夏
安
居
を
破
る
こ
と
で
、
序
列
が
小
く
成
る
こ
と
は
な
い
）
で
は
、
夏
安
居
の
経
験
数
と
僧
伽
内
の
地
位
・

法
臈
の
算
定
と
は
、
切
り
離
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
六
Ｃ
】
縦
令
失
夏
不
退
下
行
。
尋
撿
聖
教
無
文
。
誰
昔
遣
行
斯
事
。）

　

第
二
章
「
対
尊
之
儀
」（
尊
像
・
尊
者
に
対
す
る
儀
礼
）
で
は
、
履
き
物
は
ぬ
い
で
裸
足
に
、
偏
袒
右
肩
、
頭
に
か
ぶ
り
物
を
し
な
い

こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
六
Ｃ
】
准
依
佛
教
。
若
對
形
像
及
近
尊
師
。
除
病
則
徒
跣
是
儀
。
無
容
輒
著
鞋
履
偏
露
右
肩
。
衣
掩
左

首
無
巾

。）
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第
三
章
「
食
坐
小
床
」（
食
事
は
小
さ
な
椅
子
に
腰
掛
け
て
と
る
）
で
は
、
イ
ン
ド
寺
院
で
は
一
人
一
人
が
小
さ
な
椅
子
に
腰
掛
け
て

食
事
を
す
る
が
、
中
国
寺
院
で
は
長
椅
子
に
数
人
が
胡
座
を
か
い
て
坐
っ
て
食
事
を
す
る
。
そ
の
た
め
隣
の
僧
侶
と
膝
が
接
触
す
る
な
ど
、

律
蔵
を
犯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
中
国
で
は
食
事
の
食
べ
残
し
を
回
収
す
る
が
、
こ
れ
も
律
を
犯
し
て
い
る
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
六
Ｃ
】
西
方
僧
衆
。
將
食
之
時
。
必
須
人
人
淨
洗
手
足
。
各
各
別
踞
小
床
。
高
可
七
寸
方
纔
一
尺
。
藤
繩
織
内
脚
圓

且
輕
。
卑
幼
之
流
小
拈
随
事
。
双
足
蹋
地
。
前
置
盤
盂
。
地
以
牛
糞
淨
塗
。
鮮
葉
布
上
。
座
云
一
肘
互
不
相
觸
。
未
曾
見
有
於
大
床
上
跏

坐
食
者
。
且
如
聖
制
。
床
量
長
佛
八
指
。
以
三
倍
之
長
中
人
二
十
四
指
。
當
笏
尺
尺
半
。
東
夏
諸
寺
床
高
二
尺
已
上
。
此
則
元
不
合
坐
。

坐
有
高
床
之
過
時
衆
同
此
欲
如
之
何
。
護
罪
之
流
須
觀
尺
樣
。
然
靈
巖
四
禪
床
高
一
尺
。
古
徳
所
製
誠
有
来
由
。
即
如
連
坐
跏
趺
排
膝
而

食
。
斯
非
本
法
。
幸
可
知
之
。
聞
夫
佛
法
初
来
。
僧
食
悉
皆
踞
坐
。
至
于
晉
代
此
事
方
訛
。
自
茲
已
後
跏
坐
而
食
。
然
聖
教
東
流
年
垂
七

百
。
時
經
十
代
代
有
其
人
。
梵
僧
既
繼
踵
来
儀
。
漢
徳
乃
排
肩
受
業
。
亦
有
親
行
西
國
。
目
撃
是
非
。
雖
還
告
言
誰
能
見
用
。）

　

第
四
章
「
餐
分
浄
触
」（
食
事
に
は
浄
と
不
浄
と
い
う
状
態
の
区
別
が
あ
る
）
で
は
、
義
浄
三
蔵
が
イ
ン
ド
に
入
国
し
た
当
時
、
イ
ン

ド
社
会
ま
た
仏
教
寺
院
で
は
、
浄
と
不
浄
（
触
）
の
区
別
が
行
わ
れ
て
い
た
。
食
事
の
浄
・
不
浄
、 

大
小
の
用
便
に
関
す
る
浄
・
不
浄
、

食
べ
終
わ
っ
た
食
器
や
動
物
な
ど
（
不
浄
）
を
触
る
二
次
汚
染
が
あ
る
。
僧
侶
の
残
食
を
他
者
に
施
す
こ
と
は
非
儀
で
あ
る
か
ら
深
く
慎

む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
残
食
を
い
た
だ
い
て
僧
侶
に
触
れ
、
ま
た
家
に
帰
っ
て
家
族
に
そ
れ
を
施
す
こ
と
は
、
清
潔
さ
を
保
つ

生
活
習
慣
の
効
用
が
台
無
し
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
食
後
の
手
洗
い
、
口
を
す
す
ぐ
作
法
と
、
さ
ら
に
お
斎
（
正
午
過
ぎ
に
食

事
し
な
い
の
非
時
食
戒
）
の
作
法
に
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
七
Ａ
】
凡
西
方
道
俗
噉
食
之
法
。
淨
觸
事
殊
。
既
餐
一
口
即
皆
成
觸
。
所
受
之
器
無
宜
重
將
。
置
在
傍
邊
待
了
同
棄
。

所
有
殘
食
與
應
食
者
食
之
。
若
更
重
收
斯
定
不
可
。
無
問
貴
賤
法
皆
同
爾
。
此
乃
天
儀
非
獨
人
事
。
故
諸
論
云
。
不
嚼
楊
枝
便
利
不
洗
。

食
無
淨
觸
將
以
爲
鄙
。
豈
有
器
已
成
觸
還
將
益
送
。
所
有
殘
食
却
收
入
廚
。
餘
餅
即
覆
瀉
瓮
中
。
長

乃
反
歸
鐺
内
。
羮
菜
明
朝
更
食
。

餅
果
後
日
仍
餐
。
持
律
者
頗
識
分
彊
。
流
漫
者
雷
同
一
概
。）
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第
五
章
「
食
罷
去
穢
」（
食
後
に
穢
れ
を
去
る
）
で
は
、
食
後
に
不
浄
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
浄
の
状
態
に
戻
さ
な
い
と
僧

院
生
活
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
口
中
の
浄
化
法
と
し
て
、
歯
・
舌
・
唇
に
至
る
ま
で
歯
ブ
ラ
シ
（
歯
木
）
の
作
法
な
ど
が
示
さ
れ
て
い

る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
七
Ａ
】
食
罷
之
時
。
或
以
器
承
。
或
在
屏
處
。
或
向
渠
竇
。
或
可
臨
階
。
或
自
持
瓶
。
或
令
人
授
水
。
手
必
淨
洗
口

嚼
齒
木
。
疏
牙
刮
舌
務
令
清
潔
。
餘
津
若
在
即
不
成
斎
。）

　

第
六
章
「
水
有
二
瓶
」（
水
に
浄
と
不
浄
の
二
つ
の
瓶
が
あ
る
）
で
は
、
イ
ン
ド
の
僧
院
で
は
水
に
浄
と
不
浄
の
区
別
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
浄
瓶
と
不
浄
（
触
）
瓶
が
あ
る
。
浄
水
は
飲
料
水
で
、
不
浄
水
は
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
七
Ａ
】
瓶
有
二
枚
。
淨
者
咸
用
瓦
瓷
。
觸
者
任
兼
銅
鐵
。
淨
擬
非
時
飲
用
。
觸
乃
便
利
所
須
。
淨
則
淨
手
方
持
。
必

須
安
著
淨
處
。
觸
乃
觸
手
随
執
。
可
於
觸
處
置
之
。

　

第
七
章
「
晨
旦
観
虫
」（
朝
に
は
必
ず
、
飲
料
水
な
ど
の
生
活
水
の
虫
を
観
察
す
る
）
で
は
、
僧
院
生
活
を
す
る
上
で
必
須
の
水
を
確

保
し
、
か
つ
不
殺
生
戒
に
基
づ
き
そ
の
水
の
中
の
虫
を
観
察
す
る
作
法
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（【
大
正
五
四　

二
〇
八
Ａ
】
觀
察
事
非
一
准
。
亦
既
天
明
先
觀
瓶
水
。
可
於

白
淨
銅
盞
銅
楪
。
或
蠡
杯
漆
器
之
中
。
傾
取
掬
許
安
置
﹇
甎
﹈
上
。
或
可
別
作
觀
水
之
木
。
以
手
掩
口
良
久
視
之
。
或
於
盆
罐
中
看
之
亦

得
。
蟲
若
毛
端
必
須
存
念
。
若
見
蟲
者
倒
瀉
瓶
中
。
更
以
餘
水
再
三
滌
器
。
無
蟲
方
罷
。
有
池
河
處
持
瓶
就
彼
。
瀉
去
蟲
水
濾
取
新
淨
。

如
但
有
井
准
法
濾
之
。
若
觀
井
水
汲
出
水
時
。
以
銅
盞
於
水
罐
中
。
酌
取
掬
許
如
上
觀
察
。
若
無
蟲
者
通
夜
随
用
。
若
有
同
前
瀘
漉
。
池

河
觀
水
廣
如
律
説
。）

　

第
八
章
「
朝
嚼
歯
木
」（
朝
起
き
た
ら
歯
磨
き
を
す
る
）
で
は
、
詳
細
に
口
中
の
浄
化
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
「
イ
ン
ド
社
会
ま
た
仏
教
寺
院
の
生
活
で
は
、
朝
起
き
た
ら
必
ず
歯
ブ
ラ
シ
で
歯
を
磨
き
、
舌
を
こ
す
っ
て
舌
苔
を
ぬ
ぐ
い
、
努
め
て

如
法
に
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
手
を
洗
い
、
口
を
よ
く
漱
い
で
清
浄
に
な
っ
て
か
ら
、
敬
礼
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
如
法
で
な
け
れ
ば
、
敬
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礼
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
、
律
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
皆
罪
と
な
る
。

　

歯
ブ
ラ
シ
は
梵
語
で
憚
哆
家
瑟
詫
（
ダ
ン
タ
・
カ
ー
シ
ュ
タ
）
と
い
う
。
そ
れ
を
使
う
作
法
は
、
ま
ず
一
本
を
コ
ッ
プ
な
ど
に
汲
ん
だ

水
に
一
晩
つ
け
て
お
き
、
そ
の
先
を
よ
く
噛
ん
で
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
、
き
れ
い
に
奥
歯
か
ら
磨
く
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
よ
く
磨
き

お
え
た
ら
、
さ
ら
に
そ
の
歯
木
を
縦
に
割
い
て
か
ら
曲
げ
て
、
そ
れ
で
舌
を
こ
す
っ
て
舌
苔
を
拭
う
よ
う
に
す
る
。

　

そ
の
次
に
は
、
鼻
中
を
少
量
の
水
で
洗
い
な
が
す
作
法
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
こ
れ
は
龍
樹
菩
薩
の
養
生
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
鼻

中
を
水
で
洗
い
な
が
そ
う
と
す
れ
ば
、
慣
れ
な
い
内
は
鼻
か
ら
喉
の
方
へ
と
流
れ
て
し
ま
う
が
、
始
め
は
そ
れ
で
も
よ
い
。
そ
う
や
っ
て

い
る
内
に
上
手
に
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
習
慣
に
し
て
い
れ
ば
病
気
に
も
な
り
に
く
く
な
る
。

　

ま
た
、
歯
根
に
た
ま
っ
た
昨
日
来
の
穢
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
歯
垢
や
歯
石
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
歯
木
で
よ
く
磨
き
、

舌
も
こ
す
っ
て
清
潔
す
る
。
そ
こ
で
口
中
を
水
で
よ
く
漱
ぐ
の
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
に
お
湯
を
使
っ
て
よ
く
漱
げ
ば
さ
ら
に
腐
敗
す
る
こ

と
が
な
い
の
で
、
自
分
自
身
の
歯
で
終
身
ま
で
食
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
イ
ン
ド
で
は
歯
の
痛
み
と
い
う
も
の
が
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
こ
れ
は
偏
に
歯
木
で
歯
を
磨
く
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

僧
侶
の
生
活
も
、
一
般
人
の
生
活
も
、
歯
木
の
作
法
は
効
用
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
欲
し
い
。
も
う
伝
え
る
べ
き
こ
と

は
言
い
尽
く
し
た
の
で
、
こ
の
作
法
を
実
践
す
る
か
否
か
は
、
各
人
の
良
識
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
い
（
注
７
）。」

と
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
第
一
章
「
破
夏
非
小
」、
第
二
章
「
対
尊
之
儀
」（
尊
像
・
尊
者
に
対
す
る
儀
礼
）、
第
三
章
「
食
坐
小
床
」、
第
四
章
「
餐
分
浄

触
」、
第
五
章
「
食
罷
去
穢
」、
第
六
章
「
水
有
二
瓶
」、
第
七
章
「
晨
旦
観
虫
」、
第
八
章
「
朝
嚼
歯
木
」
で
気
づ
く
こ
と
は
、
義
浄
三
蔵

は
律
蔵
に
基
づ
く
如
法
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
律
蔵
に
基
づ
い
た
修
養
生
活
の
実
際
の
作
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と

は
分
か
る
。

　

と
く
に
食
事
に
は
浄
と
不
浄
と
い
う
状
態
の
区
別
が
あ
る
こ
と
、
僧
侶
の
残
食
を
他
者
に
施
す
こ
と
は
非
儀
で
あ
る
か
ら
深
く
慎
む
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
食
後
に
穢
れ
を
取
り
去
る
こ
と
、
水
に
浄
と
不
浄
の
二
つ
の
瓶
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
実
は
イ
ン
ド
医
学
の
ア
ー
ユ
ル
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ヴ
ェ
ー
ダ
の
生
活
習
慣
か
ら
言
え
ば
、
イ
ン
ド
と
い
う
と
こ
ろ
は
暑
い
環
境
で
あ
る
た
め
に
、
食
事
の
作
法
に
よ
っ
て
護
浄
・
清
潔
さ
を

保
つ
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。　

　

ま
さ
に
第
八
章
「
朝
嚼
歯
木
」
で
は
、「
イ
ン
ド
で
は
僧
侶
も
、
一
般
人
も
歯
木
で
歯
を
磨
く
作
法
は
習
慣
と
な
っ
て
い
て
、
三
歳
の

童
子
で
す
ら
磨
く
ほ
ど
で
あ
る
。
僧
侶
の
生
活
も
、
一
般
人
の
生
活
も
、
歯
木
の
作
法
は
効
用
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
欲

し
い
。」
と
力
説
す
る
作
法
は
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
そ
の
も
の
の
浄
化
法
で
あ
る
。

６　

律
蔵
に
基
づ
い
た
修
養
生
活
の
実
際
の
作
法
に
つ
い
て

　

義
浄
三
蔵
は
律
蔵
に
基
づ
き
な
が
ら
、
イ
ン
ド
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
作
法
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
承
ご
と
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
執
筆
の
理
由
は
、
第
九
章
「
受
斎
赴
請
」（
お
斎
と
受
食
の
作
法
）
に
は
「
受

斎
に
つ
い
て
云
え
ば
、
中
国
で
も
法
門
の
徒
で
あ
れ
ば
、
仏
の
制
定
し
た
法
式
、
律
の
教
え
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
僧
侶
で
あ
れ

ば
必
ず
斎
の
供
養
に
は
水
濾
し
フ
ィ
ル
タ
ー
を
持
参
し
、
水
の
中
の
虫
の
有
無
を
よ
く
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。
餐
食
が
お
わ
れ
ば
、
か
な

ら
ず
歯
ブ
ラ
シ
で
歯
を
磨
く
べ
き
で
、
磨
き
終
わ
っ
て
始
め
て
、
斎
供
が
終
了
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
非
時
食
戒
に
よ
っ
て
、
正
午

を
過
ぎ
て
か
ら
の
噉
で
食
べ
る
固
形
の
食
べ
物
は
食
べ
ら
れ
な
い
。
中
国
の
僧
侶
は
、
イ
ン
ド
の
食
法
を
看
て
、
中
国
の
作
法
を
そ
の
正

し
い
食
法
と
な
ぞ
ら
え
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

　

か
っ
て
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
仏
教
の
教
え
を
実
践
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
実
は
衣
と
食
の
あ
り
方

を
正
す
こ
と
、
律
蔵
の
規
定
に
よ
っ
て
日
常
生
活
を
正
し
く
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
世
尊
は
煩
悩
が
増
長
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、

僧
侶
の
修
養
生
活
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戒
律
の
制
定
そ
の
も
の
は
世
尊
の
意
に
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
の
仏
教
事
情
は
、
こ
の
仏
が
制
定
し
た
戒
律
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
毎
日
の
食
事
一
つ
と
っ
て
も
、
食
事
を

食
べ
た
ま
ま
で
は
、
そ
れ
は
不
浄
（
触
）
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
た
だ
不
邪
淫
戒
な
ど
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持
っ
て
、
女
性
と
の
交
渉
ご
と
を
も
た
な
い
と
の
一
条
を
だ
け
を
護
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
無
罪
の
人
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
着
衣
喫
飯
に
及
ぶ
日
常
生
活
に
よ
っ
て
生
ず
る
自
分
の
感
情
を
ま
っ
た
く
無
視
し
、
仏
教
の
思
想
信
条

な
ど
の
観
念
的
な
次
元
で
、
直
ち
に
空
の
法
門
を
指
し
て
、
そ
れ
を
仏
の
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
戒
は
仏
意
そ
の
も

の
で
あ
り
、
一
つ
の
空
門
は
貴
い
、
ま
た
一
つ
の
戒
律
は
軽
い
と
い
う
の
は
、
単
な
る
臆
断
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
注
８
）。」

と
、
律
蔵
の
規

定
に
則
っ
て
修
養
生
活
を
営
む
こ
と
の
重
要
性
と
説
き
な
が
ら
も
、
と
く
に
不
邪
淫
戒
な
ど
の
重
要
な
戒
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
て
も
、

戒
を
持
つ
こ
と
以
上
に
着
衣
喫
飯
に
及
ぶ
日
常
の
修
養
生
活
の
作
法
を
遵
守
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
。

　

と
く
に
非
時
食
戒
で
は
正
午
を
過
ぎ
て
か
ら
の
噉
で
食
べ
る
固
形
の
食
べ
物
に
つ
い
て
、
食
事
を
食
べ
た
ま
ま
で
は
不
浄
（
触
）
の
状

態
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
健
康
管
理
、
こ
れ
ら
に
こ
と
は
後
に
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
の
健
康
管
理

こ
そ
修
養
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

不
邪
淫
戒
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
自
分
自
身
の
健
康
管
理
と
い
う
最
も
基
本
的
な
振
る
ま
い
が
節
制
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
修
養
生
活
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

７　

師
弟
関
係
に
み
る
修
養
生
活
の
基
本
に
つ
い
て

　

着
衣
喫
飯
に
及
ぶ
日
常
の
修
養
生
活
の
基
本
と
は
如
何
な
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
師
弟
関
係
の
「
お
こ
な
い
」
そ
の
も
の
が
ア
ー
ユ

ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
修
養
生
活
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
二
十
五
章
第
「
師
資
之
道
」（
師
弟
関
係
の
あ
り
方
）
に
は
「
門
人
や
弟
子
に
法
門
を
教
授
す
る
こ
と
は
、
仏
教
が
栄
え
る
要
で
あ

る
。
律
蔵
に
は
着
衣
喫
飯
の
修
養
生
活
の
中
で
、
弟
子
た
る
も
の
は
早
朝
に
は
、
ま
ず
自
ら
が
歯
木
を
嚼
ん
で
清
浄
に
な
る
。
次
に
師
匠

の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
身
体
を
按
摩
し
、
師
匠
が
目
覚
め
た
ら
、
早
朝
の
洗
面
の
準
備
を
し
て
、
歯
木
・
澡
豆
・
拭
巾
な
ど
を
取
り
そ
ろ
え
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安
穏
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弟
子
は
師
匠
が
、
昨
夜
は
身
体
は
安
ら
か
だ
っ
た
か
、
身
体
を
構
成
す
る
四
大
要
素
、
地
・
水
・

火
・
風
の
四
大
の
感
覚
は
健
や
か
だ
っ
た
か
、
身
体
の
動
き
は
よ
い
か
、
朝
食
は
よ
く
食
べ
ら
れ
た
か
を
伺
う（
注
９
）」
と
あ
り
、
ま
さ
に
地
・

水
・
火
・
風
の
四
大
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
、
そ
の
安
・
不
安
の
感
覚
、
四
大
の
感
覚
が
健
や
か
で
あ
る
こ
と
が
、
修
養
生
活
の
要
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

８　

修
養
生
活
の
要
と
な
る
四
大
感
覚
に
つ
い
て

　

四
大
の
感
覚
が
健
や
か
で
あ
る
こ
と
が
、
修
養
生
活
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ
の
実
際
は
ど
の
様
に
行
わ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」（
病
因
論
な
ど
に
つ
い
て
）
で
は
、「「
前
二
十
五
章
で
朝
粥
の
時
間
に
な
っ
た
ら
、
身
体
の
四
大
要
素
の

バ
ラ
ン
ス
感
覚
、
軽
重
を
量
り
、
師
匠
に
申
し
上
げ
て
か
ら
、
ま
さ
に
弟
子
も
自
分
の
朝
粥
を
食
べ
る
の
で
あ
る
と
云
っ
た
の
は
、
即
ち

起
床
し
た
時
の
四
大
の
身
体
感
覚
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
観
察
し
て
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
朝
粥
を
取
る

か
ど
う
か
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
実
際
は
、
も
し
早
朝
に
起
き
て
身
体
感
覚
が
軽
利
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
四
大
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
調
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
朝
粥
を
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
感
覚
が
軽
利
と
は
ゆ
か
ず
、
体
調
が
普
段
と
は
異
な
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ
の
四
大

の
身
体
感
覚
が
不
調
で
あ
る
理
由
と
、
そ
の
四
大
不
調
の
原
因
を
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
休
息
し
て
養
生
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
で
身
体
が
も
し
軽
利
に
な
っ
て
健
全
な
感
覚
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
消
化
の
火
（
火
大
）
が
身
体
の
内
で
燃
え
て
、
昨
日
来

の
胃
中
の
食
べ
物
を
銷
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
朝
粥
の
時
間
に
始
め
て
、
粥
食
を
す
す
る
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
朝
は
「
痰

の
時
」
と
名
付
け
る
。
そ
れ
は
水
大
の
時
間
帯
で
、
昨
日
来
の
食
べ
物
が
未
消
化
の
ま
ま
で
胸
と
腹
の
間
に
残
っ

て
い
る
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
朝
粥
を
食
べ
た
な
ら
、
身
体
に
と
っ
て
良
い
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
を
譬
え
て
み
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れ
ば
、
火
の
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
所
に
薪
を
投
げ
入
れ
れ
ば
、
薪
は
燃
え
上
が
り
火
は
盛
ん
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
火
が
燃

え
上
が
る
前
に
草
を
か
ぶ
せ
た
ら
ら
、
草
は
燃
え
ず
に
く
す
ぶ
り
続
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
朝
粥
と
は
大
聖
釈
迦
牟
尼
世
尊
が
、
本
来
一
日
一
食
の
昼
の
食
事
（
時
食
）
と
は
別
に
、
身
体
の
四
大
を
調
和
さ
せ
る
た
め

に
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。
律
蔵
に
粥
の
効
能
に
つ
い
て
、
小
食
を
粥
に
す
れ
ば
よ
く
仏
道
を
資
け
る
と
、
徳
性
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
ほ

ど
で
あ
る
）
10

（
注

。」
と
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
四
大
理
論
に
則
っ
て
、
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
の
詳
細
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ

に
僧
院
の
修
養
生
活
は
健
康
管
理
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

９　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
に
み
る
医
療
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
に
律
蔵
に
基
づ
く
修
養
生
活
の
実
際
を
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
は
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
健
康
管
理
そ
の
も
の

が
修
養
生
活
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
に
義
浄
三
蔵
は
、
当
時
の
僧
院
で
実
践
さ
れ
て
い
た
医
方
明
の
診
療
科
目
を
挙
げ
て
い
る
。

　

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」
に
は
「
イ
ン
ド
の
学
問
で
、
声
明
・
工
巧
明
・
医
方
明
・
因
明
・
内
明
の
五
明
論
が
あ
る
。
そ
の
一
分
野

の
医
術
で
は
、
ま
さ
に
五
官
に
よ
っ
て
声
の
感
じ
、
皮
膚
の
色
つ
や
な
ど
身
体
の
特
徴
な
ど
の
変
化
を
観
察
し
、
そ
の
後
に
八
医
術
（『
八

科
精
髄
集
』）
を
行
ず
べ
し
と
い
う
。
そ
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、
一
に
は
所
有
る
諸
々
の
腫
れ
物
（
内
科
外
科
を
か
ね
た
身
体
の
で
き

も
の
の
治
療
）
を
論
ず
る
。
二
に
は
首
疾
に
針
刺
す
る
（
頭
部
の
疾
患
で
眼
耳
鼻
や
咽
喉
の
治
療
）
を
論
ず
、
三
に
は
身
の
患
（
身
体
の

首
か
ら
下
の
疾
患
で
内
科
の
治
療
）
を
論
ず
、
四
に
は
鬼
瘴
（
心
が
惑
わ
さ
れ
た
よ
う
な
疾
患
の
精
神
科
の
治
療
）
を
論
ず
、
五
に
は
悪

掲
陀
（
毒
物
の
療
法
）
を
論
ず
、
六
に
は
童
子
の
病
（
胎
内
の
子
供
か
ら
十
六
歳
ま
で
の
子
供
の
治
療
）
を
論
ず
、
七
に
は
長
年
の
方
法

（
寿
命
を
延
ば
す
療
法
）
を
論
ず
、
八
に
は
身
力
を
足
す
（
身
体
壮
健
の
療
法
）
を
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
八
医
術
は
、
先
に
は
八
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
近
日
に
な
っ
て
有
る
人
（
バ
ー
グ
バ
タ
）
が
編
集
し
略
述
し
て
一
夾
（
一
編
の

書
物
）
と
為
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
八
医
術
に
よ
っ
て
医
術
が
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
八
医
術
に
つ
い
て
、
そ
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の
功
学
を
学
習
し
て
用
い
て
い
た
が
、
入
天
竺
の
目
的
が
仏
跡
巡
礼
と
正
し
い
律
蔵
の
招
来
で
あ
り
、
さ
ら
に
仏
教
は
生
死
の
病
を
解
脱

す
る
妙
薬
で
あ
る
こ
と
に
反
し
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
は
四
大
病
の
治
療
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い

と
い
う
理
由
で
、
と
う
と
う
こ
の
医
術
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
）
11

（
注

。」
と
、
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
の
実
際
を
支
え
て
い
た
、
ア
ー
ユ
ル

ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
健
康
管
理
の
全
体
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
当
時
、
実
際
に
僧
院
で
実
践
さ
れ
て
い
た
医
術
が
八
医
術
、『
八
科

精
髄
集
』（
ア
シ
ュ
タ
ー
ン
ガ
・
フ
リ
ダ
ヤ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

参
考
の
た
め
に
、
こ
の
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
、
義
浄
三
蔵
を
し
て
「
近
日
人
あ
り
て
、
略
し
て
一
夾
な
す
」
と
い
わ
し
め
た
テ
キ
ス
ト

に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　

近
年
の
研
究
で
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
バ
ー
グ
バ
タ
（V

āgbhat・a

）
の
『
八
科
精
髄
集
』（Skt. A

st・・ān

・n

・ā-hrd・
・aya-sam

・hitā tib. 

Y
an-lag brgyad-pahi sñin

・-po badus-pa shes-dya-ba

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
七
世
紀
に
成
立
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
イ
ン
ド
の
二

大
古
典
医
学
書
で
あ
る
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
に
含
ま
れ
る
医
学
的
知
識
を
集
大
成
し
た
文

献
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
さ
き
の
二
書
に
こ
の
『
八
科
精
髄
集
』
を
加
え
て
、
イ
ン
ド
で
は
三
大
医
学
書
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
『
八
科
精
髄
集
』
が
医
学
の
理
論
と
臨
床
の
双
方
を
扱
い
な
が
ら
、
二
つ
の
古
典
を
う
ま
く
折
衷
し
読
み
や
す
い
た
め
に
、

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
の
よ
う
な
総
合
大
学
的
な
教
育
機
関
で
は
最
適
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ら
し
く
、
イ
ン
ド
国
外
へ
も
伝
え

ら
れ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
も
八
世
紀
後
半
に
は
所
収
さ
れ
、
九
世
紀
半
ば
の
ペ
ル
シ
ャ
人
の
医
師
ア
ッ
・
タ
バ
リ
ー
が
ア
ラ
ビ
ア
語

で
著
し
た
『
知
恵
の
楽
園
』
に
イ
ン
ド
医
学
に
関
す
る
部
分
で
『
八
科
精
髄
集
』
に
も
と
づ
く
記
述
が
あ
り
、
す
で
に
八
世
紀
に
は
ア
ラ

ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
医
方
明
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
は
漢
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
重
要
性
を
物
語

る
事
実
と
し
て
、
現
在
の
イ
ン
ド
国
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
ア
シ
ュ
タ
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
（A

st・・a-vaidyā

）
医
学
派
に
属
す
る
ナ
ン
ブ
ー
デ
ィ
リ
・
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バ
ラ
モ
ン
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。（ 『
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と
癒
し
』 

七
〇
頁
と
九
五
頁
、『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
朝
日
出
版
社 

解

説
）

　

さ
ら
に
こ
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、
現
代
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（
イ
ン
ド
医
学
）
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ

ー
』
の
第
一
巻
三
十
章
「
心
臓
に
根
を
も
つ
十
の
大
脈
管
に
関
す
る
章
」
と
、『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
総
説
篇
第
一
章
「
聖

者
ダ
ン
ヴ
ァ
ン
タ
リ
の
ス
シ
ュ
ル
タ
に
談
ぜ
ら
れ
し
ま
ま
の
吠
陀
の
起
源
の
章
」
に
同
様
の
科
目
が
見
ら
れ
る
。（『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ

タ
ー
』
矢
野
道
夫
訳 
世
界
の
名
著
『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
二
三
四
頁 

朝
日
出
版
社 

一
九
八
八
年
、『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』 

大

地
原
誠
玄
訳
『
ス
シ
ュ
ル
タ
本
集
』
一
ー
二
頁 

ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
会
刊 

一
九
七
一
年
）

□
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
＆
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』 

□
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』

一
、
腫
瘍
、
膿
瘍
な
ど
の
治
療
法
（
一
般
外
科
学
、ala-tantra

） 

一
に
は
所
有
る
諸
瘡
を
論
ず

二
、
眼
科
や
耳
鼻
咽
喉
科
の
治
療
法
（
特
殊
外
科
学
、alakya-tantra

） 

二
に
は
首
疾
を
針
刺
す
を
論
ず

三
、
内
科
全
般
の
治
療
法
（
身
体
療
法
、K

āya-cikitsā

） 

三
に
は
身
の
患
を
論
ず

四
、
精
神
病
治
療
（
鬼
神
学
、Bhūta-vidyā

） 

四
に
は
鬼
瘴
を
論
ず

五
、
小
児
病
治
療
（
小
兒
科
学
、K

āum
āra-bhr

・itya
） 

五
に
は
悪
掲
陀
を
論
ず

六
、
解
毒
剤
の
投
薬
療
法
（
毒
物
学
、A

gada-tantra

） 

六
に
は
童
子
の
病
を
論
ず

七
、
長
生
薬
論
（
不
老
長
生
学
、R

asāyana-tantra

） 

七
に
は
長
年
の
方
を
論
ず

八
、
精
力
増
強
法
（
強
精
学
、V

ājikaran

・a-tantra

） 

八
に
は
身
力
を
足
す
を
論
ず

　

そ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
と
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の

五
「
悪
掲
陀
を
論
ず
」
と
六
「
童
子
の
病
を
論
ず
」
が
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
で
は
五
「
小
児
病
治
療
」
と
六
「
解
毒
剤
の
投
薬

療
法
」
と
、
そ
の
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
以
外
は
、
科
目
数
と
内
容
は
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
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10　

ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
修
養
生
活
の
実
際
に
つ
い
て

　

イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
の
実
際
を
支
え
て
い
た
技
術
が
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ
の
実
際
と
は
ど

の
様
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」
に
「
お
よ
そ
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
体
の
疾
病
は
、
み
な
食
べ
過
ぎ
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
、
あ
る

い
は
過
労
に
よ
る
疲
労
が
た
ま
っ
て
生
ず
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
多
食
に
つ
い
て
云
え
ば
、
中
国
で
は
一
般
的
に
は
夜
に
食
し
て
、

そ
の
食
物
が
ま
だ
排
泄
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
朝
だ
か
ら
と
い
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
。
ま
た
は
朝
に
食
べ
て
銷
化
し
な
い
う
ち
に
昼
食
を
食

べ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
疾
病
が
発
動
す
る
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
病
気
と
健
康
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
既
に
一
度
病
気

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
修
養
生
活
に
よ
っ
て
多
食
と
過
労
を
避
け
、
病
気
に
罹
ら
な
い
生
活
が
大
切
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
に

私
は
い
さ
さ
か
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
つ
い
て
叙
述
し
た
が
、
母
国
の
皆
さ
ん
、
し
つ
こ
い
（
繁
重
）
と
嫌
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
願

っ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
で
は
多
く
の
薬
を
使
わ
な
く
て
も
慢
性
疾
患
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
医
術
の
門

を
叩
か
な
く
て
も
、
急
性
疾
患
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
い
う
四
大
の
調
っ
て
暢
（
お
だ
や
）
か
な
ら
ば
、
百
病
が
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
教
え
は
、
自
他
共

に
利
益
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
健
康
管
理
や
心
が
け
に
よ
っ
て
多
食
や
過
労
を
回
避
す
る
こ
と

が
、
本
章
の
主
題
で
あ
る
「
先
体
病
源
」
で
は
必
ず
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
）
12

（
注

」
と
い
う
。

　

続
い
て
第
二
十
八
章
「
進
薬
方
法
」
で
は
「
病
源
の
徴
候
を
知
る
に
は
、
旦
朝
に
起
床
し
て
身
体
の
四
大
の
状
態
を
感
じ
な
さ
い
。
も

し
四
大
不
調
の
徴
候
を
感
じ
た
な
ら
、
ま
ず
朝
の
う
ち
は
絶
食
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
に
喉
が
渇
こ
う
と
も
、
決
し
て
水

や
ジ
ュ
ー
ス
を
勧
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
極
禁
で
あ
る
。

　

ま
た
絶
食
の
期
間
は
、
一
日
か
ら
五
日
の
あ
い
だ
続
け
、
明
け
方
に
起
床
し
て
体
調
を
観
察
し
、
そ
れ
で
も
不
調
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
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そ
れ
で
や
め
て
良
い
。
こ
れ
が
病
気
の
徴
候
を
知
る
方
法
で
あ
る
。
も
し
腹
に
宿
食
が
有
る
と
疑
っ
た
な
ら
、
ま
ず
腹
部
を
軽
く
マ
ッ
サ

ー
ジ
し
て
か
ら
適
量
の
白
湯
を
飲
ん
で
、
更
に
指
を
つ
か
っ
て
そ
の
白
湯
を
吐
く
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
を
数
回
く
り
返
し
、
お
昼
頃
に
な

れ
ば
冷
た
い
水
を
飲
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
も
し
水
な
ど
を
飲
む
の
で
あ
れ
ば
、
乾
燥
さ
せ
た
生
薑
の
お
湯
を
飲
む
方
が

最
適
で
あ
る
）
13

（
注

。」
と
い
う
。

◇
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
記
述
は
新
た
に
解
説
す
る
こ
と
な
く
、
イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
の
実
際
を
支
え
て
い
た
技
術
は
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医

学
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
義
浄
三
蔵
の
執
筆
を
読
ん
で
く
る
と
、
律
蔵
に
基
づ
く
修

養
生
活
の
重
要
性
が
見
え
て
く
る
。

　

さ
き
に
義
浄
三
蔵
は
「
仏
教
の
教
え
を
実
践
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
実
は
衣
と
食
の
あ
り
方
を
正
す
こ
と
、
律
蔵
の
規
定

に
よ
っ
て
日
常
生
活
を
正
し
く
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
世
尊
は
煩
悩
が
増
長
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
僧
侶
の
修
養
生
活
を
厳
し

く
戒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
、
さ
ら
に
「
中
国
の
仏
教
事
情
は
、
こ
の
仏
が
制
定
し
た
戒
律
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
毎
日
の

食
事
一
つ
と
っ
て
も
、
食
事
を
食
べ
た
ま
ま
で
は
、
そ
れ
は
不
浄
（
触
）
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ

で
い
て
、
た
だ
不
邪
淫
戒
な
ど
持
っ
て
、
女
性
と
の
交
渉
ご
と
を
も
た
な
い
と
の
一
条
を
だ
け
を
護
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
無
罪
の

人
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。」
と
言
っ
た
。

　

こ
れ
は
中
国
の
僧
侶
が
、
着
衣
喫
飯
に
及
ぶ
日
常
生
活
に
よ
っ
て
生
ず
る
自
分
の
感
情
を
ま
っ
た
く
無
視
し
、
仏
教
の
思
想
信
条
な
ど

の
観
念
的
な
次
元
で
、
直
ち
に
空
の
法
門
を
指
し
て
、
そ
れ
を
仏
の
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
警
告
で
も
あ
る
。

　

な
ぜ
律
蔵
に
基
づ
く
修
養
生
活
が
、
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
基
づ
く
健
康
管
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
な
ぜ
そ
れ
が
重
要
な
の

か
と
言
え
ば
、
さ
き
に
着
衣
喫
飯
に
及
ぶ
日
常
生
活
に
よ
っ
て
生
ず
る
自
分
の
感
情
に
気
づ
き
を
得
る
こ
と
以
上
に
、
四
大
要
素
の
バ
ラ
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ン
ス
感
覚
に
よ
っ
て
生
ず
る
自
分
自
身
へ
の
気
づ
き
、
四
大
要
素
の
調
和
・
不
調
和
か
ら
生
じ
て
く
る
自
分
自
身
へ
の
気
づ
き
が
、
実
は

仏
教
の
信
心
や
信
仰
と
い
う
宗
教
的
機
能
の
気
づ
き
に
繋
が
る
か
ら
だ
と
言
え
る
。

（
注
１
）

「
中
国
（
神
州
）
戒
を
持
つ
人
々
は
、
イ
ン
ド
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
自
ら
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
諸
部
派
の
律
を
互
い
に
牽
引
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
律
の
講
義
・
説
法
・
撰
述
・
記
録
の
家
（
ひ
と
び
と
）
は
、
遂
に
は
注
釈
書
の
章
・
鈔
を
煩
瑣
・
複
雑
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
五
篇
（
ひ
ん
）・
七
聚
（
二
百
五
十
戒
の
五
分
類
・
七
集
成
、
具
足
戒
全
体
の
こ
と
）」
の
易
し
い
処
も
更
に
難
し
く
な
り
、
方
便
の
罪
（
罪
に

よ
う
な
も
の
な
の
）
か
、
実
際
に
罪
を
犯
し
た
の
か
な
ど
、
本
来
は
顕
著
な
も
の
ま
で
も
が
、
還
（
ま
）
た
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
律
の
解

釈
が
煩
瑣
に
な
っ
て
、
律
自
体
を
敬
遠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
遂
に
は
、
中
国
で
律
を
学
ぼ
う
と
し
て
も
、
一
簣
（
土
を
運
ぶ
の
に
用
い
る
丸
い
竹
の
か
ご
）
を
覆
す
ほ
ど
で
、
学
ぼ
う
と
い
う
情
熱
は

息
な
っ
て
し
ま
い
、
律
の
講
義
の
一
席
を
聴
い
た
だ
け
で
、
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
は
心
か
ら
退
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
中
国
で
は
機
根
の
上
流
の
数
人
が
学
ん
で
も
、
老
人
（
蒼
髭
）
に
な
っ
て
や
っ
と
律
の
学
習
が
成
就
す
る
と
い
う
有
り
様
で
あ
る
。

ま
し
て
や
機
根
の
中
・
下
の
徒
弟
は
老
人
（
白
首
）
に
な
っ
て
も
、
寧
し
て
成
就
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら
、
律
本
は
自
然
に

落
漠
（
あ
い
ま
い
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
注
釈
書
の
「
章
」
や
「
疏
」
を
読
む
だ
け
で
、
遂
に
は
終
身
に
至
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
け
る
律
の
学
習
は
、
律
本
に
そ
の
も
の
に
依
ら
ず
に
師
弟
の
相
承
が
軌
則
と
成
っ
て
し
ま
い
、
章
の
段
落
を
論
ず
れ
ば
、

科
段
に
更
に
科
段
を
加
え
て
煩
瑣
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
罪
を
述
べ
る
な
ら
ば
句
に
還
た
句
を
加
え
て
煩
瑣
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
其
の
功
を
考
え
れ
ば
実
に
山
の
よ
う
な
労
力
を
致
す
も
、
其
の
利
益
を
き
び
し
く
調
べ
て
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
海
真
（
真
珠
）
の
潤
み
が
有
っ

た
よ
う
な
も
の
で
、
偶
然
の
産
物
で
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
〇
五
Ｃ
】

且
神
州
持
律
。
諸
部
互
牽
。
而
講
説
撰
録
之
家
。
遂
乃
章
鈔
繁
雜
。
五
篇
七
聚
。
易
處
更
難
。
方
便
犯
持
。
顯
而
還
隱
。
遂
使
覆
一
簣
而
情
息
。
聽

一
席
而
心
退
。
上
流
之
伍
。
蒼
髭
乃
成
。
中
下
之
徒
。
白
首
寧
就
。
律
本
自
然
落
漠
。
讀
疏
遂
至
終
身
。
師
弟
相
承
用
爲
成
則
。
論
章
段
則
科
而
更
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科
。
述
結
罪
則
句
而
還
句
。
考
其
功
也
。
實
致
爲
山
之
勞
。
覈
其
益
焉
。
時
有
海
珠
之
潤
。

（
注
２
）

　

其
の
出
家
の
法
侶
（
法
の
仲
間
）
に
は
、
守
る
べ
き
軌
規
・
儀
則
を
講
義
し
、
説
法
す
れ
ば
、
僧
徒
の
衆
は
厳
然
と
し
て
欽
で
極
旨
を
承
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
中
国
の
僧
侶
の
中
に
は
自
ら
幽
谷
に
屏か
く
れ
す
み居し
、
樊と
ら
わ
れ籠
を
脱の
が
れ

よ
う
と
し
、
厳
流
に
（
心
身
を
）
漱
い
で
、
想
い
を
遠
く
に
離
し
て
林

の
簿
く
さ
む
らに
坐
し
、
し
か
も
志
を
棲
ま
す
も
の
の
あ
る
の
で
あ
る
。
一
日
に
六
時た
び

の
行
道
は
よ
く
浄
信
の
恩
を
報
じ
、
そ
の
中
で
両
期
す
る
「
禅
那
・
三

昧
」
の
入
定
は
、
人
天
の
重
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
の
こ
と
は
、
よ
く
経
律
に
符
合
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
過
ち
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
な
が
ら
、
中
国
へ
の
経
律
の
伝
受
に
は
訛
り
誤
謬
が
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
軌
則
は
参
差
、
経
律
の
明
文
で
は
な
く
、
さ
き
の
よ
う
に
中
国
の
師

資
相
承
の
中
で
積
み
重
な
っ
た
習
慣
は
、
日
常
と
な
っ
て
綱
到
に
そ
む
く
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
・
義
浄
は
謹
ん
で
聖
教
お
よ
び
現
に
イ
ン
ド
で

行
わ
れ
て
い
る
要
法
に
よ
っ
て
律
の
真
実
の
有
り
様
を
お
知
ら
せ
し
た
い
。
本
書
は
総
じ
て
四
十
章
あ
り
、
分
け
て
四
巻
と
し
、『
南
海
寄
帰
内
法

伝
』
と
名
付
け
る
。

【
大
正
五
四　

二
〇
六
Ａ
】

其
出
家
僧
侶
講
説
軌
儀
徒
衆
儼
然
。
欽
誠
極
旨
。
自
有
屏
居
幽
谷
脱
屣
樊
籠
。
漱
巖
流
以
遐
想
。
坐
林
薄
而
棲
志
。
六
時
行
道
。
能
報
淨
信
之
恩
。

兩
期
入
定
。
合
受
人
天
之
重
。
此
則
善
符
經
律
。
何
有
過
焉
。
然
由
傳
受
訛
謬
。
軌
則
參
差
。
積
習
生
常
。
有
乖
綱
致
者
。
謹
依
聖
教
及
現
行
要
法
。

總
有
四
十
章
。
分
爲
四
卷
。
名
南
海
寄
歸
内
法
傳
。

（
注
３
）

　

イ
ン
ド
の
修
養
生
活
は
中
国
の
よ
う
に
他
の
部
派
の
律
を
自
分
の
部
派
の
律
に
和ま

雑じ

え
る
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
イ
ン
ド
仏
教
を
伝
え
る
諸
部

の
流
派
の
生
起
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
現
在
の
西
国
（
イ
ン
ド
）
の
相
承
の
大
綱
は
た
だ
四
部
派
で
あ
る
。
一
つ
に
は
阿
離
耶
莫
訶
僧
祇
尼
迦
耶

（Ā
ryam

ahāsam

・ghika-nikāya

）
で
、
唐
語
で
は
聖
大
衆
部
と
云
う
。
そ
れ
が
分
か
れ
て
七
分
派
を
出
し
て
い
る
。
経
・
律
・
論
の
三
蔵
は
各
々

十
万
頌
が
あ
り
合
計
す
れ
ば
三
十
万
頌
で
、
唐
語
に
訳
せ
ば
一
千
巻
に
成
る
だ
ろ
う
。
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二
つ
に
は
阿
離
耶
悉
他
陛

尼
迦
耶
（Ā

ryasthāvira-nikāya

）
で
、
唐
語
で
は
聖
上
座
部
と
云
う
。
そ
れ
が
分
か
れ
て
三
部
派
を
出
し
て
い
る
。

三
蔵
の
多
少
は
前
に
同
じ
で
あ
る
。
三
つ
に
は
阿
離
耶
慕

薩
婆
悉
底

尼
迦
耶
（Ā

ryam
ūlasarvāstivāda-nikāya

）
で
、
唐
語
で
は
聖
根
本
説

一
切
有
部
と
云
う
。
そ
れ
が
分
か
れ
て
四
部
派
を
出
し
て
い
る
。
三
蔵
の
多
少
は
前
に
同
じ
で
あ
る
。
四
に
は
阿
離
耶
三
蜜
栗
底
尼
迦
耶

（Ā
ryasām

・m
itīya-nikāya

）
で
、
唐
語
で
は
聖
正
量
部
と
云
う
。
そ
れ
が
分
か
れ
て
四
部
派
を
出
し
て
い
る
。
三
蔵
は
三
十
万
頌
で
あ
る
。

　

然
し
な
が
ら
、
各
部
派
の
執
っ
て
い
る
三
蔵
や
威
儀
の
所
伝
に
は
多
く
の
異
な
る
所
も
同
じ
所
も
あ
る
。
か
り
に
現
在
の
事
実
に
依
れ
ば
、
四
大

部
派
の
派
生
を
計
算
す
れ
ば
、
七
＋
三
＋
四
＋
四
＝
十
八
部
派
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
中
国
で
は
分
か
れ
て
五
部
派
と
い
う
が
、
西
国
（
イ
ン
ド
）

で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

其
の
四
部
派
の
間
の
分
離
や
出
没
、
そ
の
部
派
で
律
蔵
を
別
異
に
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
名
字
と
し
て
は
、
事
と
し
て
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
余
所
で
ま
た
論
ず
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繁
し
く
述
べ
な
い
。
故
よ
り
イ
ン
ド
（
五
天
竺
）
の
地
、
及
び
南
海
の
諸
州
は
み
な
上
述
の
四
種
の

尼
迦
耶
（nikāya　

四
部
派
）
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
地
方
に
よ
っ
て
四
部
派
で
は
其
の
欽う
や
ま
う
所
に
多
少
の
偏
り
が
あ
る
。
イ
ン
ド
の
摩
掲
陀

（M
ghadha

）
で
は
、
四
部
派
は
通
じ
て
学
習
さ
れ
て
い
る
が
、
根
本
説
一
切
有
部
が
最
も
盛
ん
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

２
０
５
Ａ
】

各
有
師
承
。
事
無
和
雜
。（
中
略
）
諸
部
流
派
。
生
起
不
同
。
西
國
相
承
。
大
綱
唯
四
（
一
阿
離
耶
莫
訶
僧
祇
尼
迦
耶
。
唐
云
聖
大
衆
部
。
分
出
七
部
。

三
藏
各
有
十
萬
頌
。
唐
譯
可
成
千
卷
。
二
阿
離
耶
悉
他
陛

尼
迦
耶
。
唐
云
聖
上
座
部
。
分
出
三
部
。
三
藏
多
少
同
前
。
三
阿
離
耶
慕

薩
婆
悉
底

婆

尼
迦
耶
。
唐
云
聖
根
本
説
一
切
有
部
。
分
出
四
部
。
三
藏
多
少
同
前
。
四
阿
離
耶
三
蜜
栗
底
尼
迦
耶
。
唐
云
聖
正
量
部
。
分
出
四
部
。
三
藏
三

十
萬
頌
。
然
而
部
執
所
傳
。
多
有
同
異
。
且
依
現
事
言
其
十
八
。
分
爲
五
部
。
不
聞
於
西
國
耳
。
其
間
離
分
出
沒
。
部
別
名
字
。
事
非
一
致
如
餘
所

論
。
此
不
繁
述
。
故
五
天
之
地
。
及
南
海
諸
洲
。
皆
云
四
種
尼
迦
耶
。
然
其
所
欽
處
有
多
少
。
摩
掲
陀
。
則
四
部
通
習
。
有
部
最
盛
。

（
注
４
）

師
子
洲
（Sim

・haladvīpa　

ス
リ
ラ
ン
カ
）
は
み
な
上
座
部
で
あ
り
、
大
衆
部
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
然
し
、
南
海
諸
洲
（
東
南
ア
ジ
ア
）
に
は
十

余
国
が
有
る
が
、
純も
っ
ぱら
唯
だ
根
本
説
一
切
有
部
で
あ
り
、
正
量
部
も
欽と
う
とば
れ
て
い
た
が
、
近
日
よ
り
已こ
の

来か
た

は
少
し
く
余
の
二
部
派
（
上
座
部
と
大
衆

05　影山.indd   10405　影山.indd   104 11.7.4   9:43:13 AM11.7.4   9:43:13 AM



105

『南海寄帰内法伝』にみるナーランダ僧院の修養生活（影山）

部
）
を
も
兼
ね
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（
義
浄
注
略
）
其
の
南
海
諸
洲
は
咸み

な
仏
法
に
遵
っ
て
い
て
、
そ
の
多
く
は
小
乗
で
、
唯
だ
末

羅ま
ら
ゆ遊
（M

alāyu

）
に
少
し
大
乗
が
有
る
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
驩
州
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
北
部
）
か
ら
正
南
へ
、
徒
歩
で
半
月
あ
ま
り
、
も
し
船

に
乗
る
な
ら
ば
わ
ず
か
に
五
、
六
日
（
朝
）
で
、
匕
景
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
）
に
到
着
す
る
。
そ
こ
か
ら
南
下
す
る
と
占
波
（Cam

pā

）
に
至
る
。

こ
れ
は
即
ち
臨
波
の
こ
と
で
あ
る
。
此
の
国
で
は
正
量
部
が
多
く
、
少
し
の
根
本
説
一
切
有
部
も
兼
ね
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
西
南
に
一
ヶ
月
で
跋
南

（Bnam

）
に
至
る
。
中
国
で
旧
く
は
扶
南
と
云
っ
た
国
で
あ
る
。
先
に
は
衣
服
を
付
け
な
い
裸
国
で
あ
り
、
多
く
の
人
た
ち
は
天
（D

eva 

イ
ン
ド

教
の
神
々
）
に
事つ
か

え
て
い
た
。
そ
の
後
に
仏
法
が
盛
ん
に
流
布
し
た
が
、
悪
王
に
よ
っ
て
今
で
は
仏
法
は
み
な
除
か
れ
て
し
ま
い
、ま
っ
たく
僧
衆
（
僧

伽　

Seam

・gha

）
は
な
く
、
仏
教
以
外
の
外
道
が
雑
居
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
斯
れ
は
贍せ
ん
ぶ部
（
洲
、D

Jam
budvīpa

（
イ
ン
ド
亜
大
陸
部
と
は
地

続
き
）
の
南
隅
の
で
あ
っ
て
、
南
海
の
洲
（
東
南
ア
ジ
ア
の
島
々
）
で
は
な
い
。

【
大
正
五
四　

二
〇
五
Ｂ
】

師
子
洲
並
皆
上
座
。
而
大
衆
斥
焉
。
然
南
海
諸
洲
有
十
餘
國
。
純
唯
根
本
有
部
。
正
量
時
欽
。
近
日
已
来
。
少
兼
餘
二
（
義
浄
注
略
）
斯
乃
咸
遵
佛

法
。
多
是
小
乘
。
唯
末
羅
遊
少
有
大
乘
耳
。（
中
略
）
驩
州
正
南
歩
行
可
餘
半
月
。
若
乘
船
纔
五
六
朝
。
即
到
七
景
。
南
至
占
波
。
即
是
臨
邑
。
此

國
多
是
正
量
。
少
兼
有
部
。
西
南
一
月
。
至
跋
南
國
。
舊
云
扶
南
。
先
是
裸
國
。
人
多
事
天
。
後
乃
佛
法
盛
流
。
惡
王
今
並
除
滅
。
迥
無
僧
衆
。
外

道
雜
居
。
斯
即
贍
部
南
隅
。
非
海
洲
也
。

（
注
５
）

　

イ
ン
ド
仏
教
の
修
養
生
活
を
詳
細
に
観
る
と
四
分
派
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
律
儀
が
殊
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
各
部
派
の
律
蔵
に
み
る
罪
過

の
軽
重
は
懸か
け
は
な
れ隔て
お
り
、
開ゆ
る
す許
と
制さ
え

遮ぎ
る

と
は
迢
は
る
け
く
と
お
然
い
。
そ
の
た
め
出
家
の
僧
侶
は
そ
れ
ぞ
れ
各
部
派
で
執
行
さ
れ
て
い
る
作
法
に
よ
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
先
の
よ
う
に
中
国
の
律
の
註
釈
家
は
、
各
部
派
に
よ
っ
て
成
立
し
た
律
蔵
を
自
由
に
引
用
し
都
合
よ
く
理
解
し
て
い
る
た
め
に
、
中
国
で

は
宜
し
く
他
の
部
派
の
律
蔵
に
み
る
罪
過
の
軽
事
を
取
っ
て
己
れ
の
部
派
の
律
蔵
に
み
る
重
条
に
替
え
た
り
、
ま
た
自
ら
の
部
派
の
律
文
で
は
開
許

し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
余
の
部
派
の
制
遮
の
を
見
て
嫌
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
各
部
派
で
律
蔵
を
別
異
に
す
る
意
義
が
顕
著
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
律
蔵
に
定
め
ら
れ
た
開
許
と
制
遮
の
道
理
も
分
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か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
豈
し
て
、
身
体
は
一
つ
だ
と
い
う
の
に
四
部
派
の
各
律
蔵
の
遍す
べ

て
を
行
ず
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
中
略
）
行
法
が
殊
な
る
徒
は
、
当
然
、
自
部
の
行
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
〇
五
Ｃ
】

詳
觀
四
部
之
差
律
儀
殊
異
。
重
輕
懸
隔
開
制
迢
然
。
出
家
之
侶
各
依
部
執
。
無
宜
取
他
輕
事
替
己
重
條
用
。
自
開
文
見
嫌
餘
制
。
若
爾
則
部
別
之
義

不
著
。
許
遮
之
理
莫
分
。
豈
得
以
其
一
身
遍
行
於
四
。（
中
略
）
不
殊
行
法
之
徒
。
須
依
自
部
。

（
注
６
）

　

そ
こ
で
イ
ン
ド
の
仏
教
事
情
に
触
れ
て
お
け
ば
、
先
の
よ
う
に
大
衆
部
・
上
座
部
・
根
本
説
一
切
有
部
・
正
量
部
の
四
部
派
の
中
で
は
大
乗
と
小

乗
と
区
分
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
北
天
竺
（
北
イ
ン
ド
）
と
南
海
（
東
南
ア
ジ
ア
）
の
郡
は
も
っ
ぱ
ら
小
乗
で
あ
る
。
一
方
こ
れ
に
対
し

て
、
神
州
・
赤
県
（
中
国
）
の
郷
は
、
意
は
大
教
（
大
乗
教
）
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
（
自
余
）
の
諸
国
は
大
乗
と
小
乗
を
ま
ぜ
て
（
雑
）

修
行
し
て
い
る
の
が
、
イ
ン
ド
の
仏
教
事
情
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
と
、
そ
れ
は
大
乗
も
小
乗
も
律
蔵
の
教
え
に
よ
る
検
察
は
殊こ

異と

な
ら
ず
に
、

斉
し
く
五ご

篇ひ
ん

（
波
羅
夷
﹇Pārājika　

淫
戒
・
盗
戒
・
殺
人
戒
・
妄
語
戒
の
四
つ
、
断
頭
と
訳
す
﹈・
僧
残
﹇（Sam

・ghāvaśes・a　

衆
僧
に
懺
悔
し
て

余
命
全
う
す
る
ま
で
僧
伽
に
残
る
﹈・
波
逸
提
﹇（Pāyattika　

堕
と
訳
し
、
堕
獄
の
人
と
な
る
こ
と
を
云
う
﹈・
提
舎
尼
﹇（Pratileśanīya　

向
彼

悔
と
訳
し
、
他
の
比
丘
に
懺
悔
し
て
除
滅
す
る
﹈・
突
吉
羅
﹇（D

us・kr・ta　

悪
作
と
訳
し
、
そ
の
所
作
の
悪
し
き
を
云
う
﹈）
を
制
定
し
、
ま
た
大
乗

も
小
乗
も
通
じ
て
四
諦
（
苦
・
集
・
滅
・
道
）
を
修
行
す
る
。
も
し
菩
薩
を
礼
拝
し
大
乗
経
典
を
読
誦
す
る
れ
ば
、
そ
れ
を
大
乗
と
名
づ
け
、
そ
の

よ
う
に
菩
薩
の
礼
拝
、
大
乗
経
典
の
読
誦
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
小
乗
と
号よ

ぶ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
乗
に
つ
い
て
も
二
種
類

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
一
に
は
中
観
、
二
に
は
瑜
伽
で
あ
る
。
中
観
の
教
え
で
は
、
俗
諦
に
は
「
有
」
と
見
え
て
も
真
諦
に
は
「
空
」
で
あ
り
、

本
質
の
体
は
虚
に
し
て
幻
覚
の
如
き
で
あ
る
。
瑜
伽
の
教
え
で
は
、
外
は
「
無
」
で
あ
る
が
内
は
「
有
」
で
あ
り
、
事
（
現
実
）
と
し
て
皆
唯
だ
識

（V
Ijñāna

）
の
み
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
聖
教
に
遵
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
大
乗
と
小
乗
で
は
、
孰い
ず
れが
正
し
く
、
い
ず
れ

が
間
違
い
な
の
か
、
み
な
同
じ
よ
う
に
涅
槃
へ
の
約
束
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
真
実
か
、
い
ず
れ
が
偽
り
か
、
そ
の
意
は
煩
惑
を
断
じ
て
衆
生
を
救
済

す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
豈
し
て
大
乗
と
小
乗
と
色
分
け
し
て
、
広
く
紛
紜
（
も
や
も
や
と
乱
れ
て
い
る
さ
ま
）
し
て
、
重
ね
て
沈
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結
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
乗
も
小
乗
も
仏
の
教
え
に
衣
行
す
る
と
き
に
は
共
に
彼
岸
へ
と
昇
り
、
棄
背
す
る
す
る
と
き
に
は
生

津
（
ま
よ
い
の
う
み
）
に
溺
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
と
は
異
な
り
、
西
方
で
は
大
乗
も
小
乗
も
双
行
さ
れ
て
お
り
、
道
理
と
し
て
大
乗
も
小
乗
も

共
に
乖
競
（
そ
む
き
あ
ら
そ
）
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
〇
五
Ｃ
】

（
義
浄
注
略
）。
其
四
部
之
中
。
大
乘
小
乘
區
分
不
定
。
北
天
南
海
之
郡
。
純
是
小
乘
。
神
州
赤
縣
之
郷
。
意
存
大
教
。
自
餘
諸
處
大
小
雜
行
。
考
其

致
也
。
則
律
異
不
殊
。
斉
制
五
篇
通
修
四
諦
。
若
禮
菩
薩
讀
大
乘
經
。
名
之
爲
大
。
不
行
斯
事
號
之
爲
小
。
所
云
大
乘
無
過
二
種
。
一
則
中
觀
。
二

乃
瑜
伽
。
中
觀
則
俗
有
眞
空
體
虚
如
幻
。
瑜
伽
則
外
無
内
有
事
皆
唯
識
。
斯
並
咸
遵
聖
教
。
孰
是
孰
非
。
同
契
涅
槃
。
何
眞
何
僞
。
意
在
斷
除
煩
惑

拔
濟
衆
生
。
豈
欲
廣
致
紛
紜
重
増
沈
結
。
依
行
則
倶
昇
彼
岸
。
棄
背
則
並
溺
生
津
。
西
國
双
行
理
無
乖
競
。

（
注
７
）

　

イ
ン
ド
社
会
ま
た
仏
教
寺
院
の
生
活
で
は
、
朝
起
き
た
ら
必
ず
歯
木
（
歯
ブ
ラ
シ
）
で
歯
を
磨
き
、
舌
を
こ
す
っ
て
舌
苔
を
ぬ
ぐ
い
、
努
め
て
如

法
に
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
手
を
盥あ
ら

い
、
口
を
よ
く
漱
い
で
清
浄
に
な
っ
て
か
ら
、
方
に
敬
礼
を
行
う
の
で
あ
る
。
も
し
其
れ
が
然
で
な
け
れ
ば
、
自

分
が
敬
礼
礼
を
受
け
る
こ
と
も
、
自
分
が
他
を
敬
礼
す
る
こ
と
も
、
悉
く
律
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
皆
罪
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

歯
木
と
は
梵
語
で
はD

anta-K
āst・・ha

（
憚
哆
家
瑟
詫
）
と
い
う
。danta

は
歯
、K

āst・・ha

は
木
と
訳
さ
れ
た
。
長
さ
は
お
よ
そ
十
二
指
ほ
ど
あ
り
、

減
（
み
じ
か
）
い
も
の
で
も
八
指
よ
り
は
大
き
く
、
太
さ
は
小
指
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
作
法
は
、
ま
ず
一
本
を
コ
ッ
プ
な
ど
に
汲
ん
だ
水
に
一
晩
つ

け
て
お
き
、
そ
の
先
を
よ
く
噛
ん
で
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
、
良
久
浄
（
じ
っ
く
り
き
れ
い
）
に
牙
関
（
奥
歯
）
を
刷こ

す

る
こ
と
に
な
る
。
も
し
磨
い
て

い
る
と
き
に
、
尊
人
（
法
臈
の
上
位
の
人
）
な
ど
に
逼
り
近
づ
い
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
左
手
で
口
を
掩
っ
て
礼
節
を
つ
く
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
よ
く
磨
き
罷
え
た
ら
、
さ
ら
に
そ
の
歯
木
を
縦
に
割
い
て
か
ら
曲
げ
て
、
そ
れ
で
舌
を
こ
す
っ
て
舌
苔
を
拭
う
よ
う
に
す
る
。
あ
る
い

は
、
そ
れ
を
使
わ
ず
に
銅
や
鉄
で
作
っ
た
専
用
の
篦ヘ
ラ

を
使
用
し
て
も
よ
い
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
、
竹
や
木
の
小
指
ほ
ど
の
薄
片
で
そ
れ

を
柔
ら
か
く
し
て
ヘ
ラ
代
わ
り
に
使
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
舌
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。（
中
略
）
次
に
歯
木
を
作

る
作
法
に
つ
い
て
は
、
大
木
を
割
い
て
、
小
枝
を
削
っ
て
作
っ
て
も
よ
い
。
山
間
あ
い
に
あ
っ
て
は
、
ク
ヌ
ギ
の
小
枝
（
柞
條
）
や
葛
の
つ
る
（
葛
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蔓
）
を
使
い
。
広
い
畑
が
延
々
と
続
く
地
域
（
平
疇
）
で
は
、
楮こ
う
ぞ・
桃
・
槐
え
ん
じ
ゅ（
豆
科
の
植
物
）・
柳
な
ど
を
予
め
適
宜
に
集
め
て
お
き
、
洗
面
の
と

き
に
随
意
に
使
え
る
よ
う
に
準
備
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

新
鮮
で
湿
っ
て
い
る
歯
木
は
早
々
に
使
い
、
乾
燥
し
て
い
る
も
の
は
持
ち
歩
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
若
い
者
は
そ
の
先
端
を
噛
ん
で
軟
ら
か

く
し
て
使
い
、
老
壮
の
者
は
そ
れ
を
石
な
ど
で
た
た
き
軟
ら
か
く
し
て
か
ら
使
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歯
木
に
使
用
す
る
木
や
枝
は
、
苦
味
、
渋

味
、
辛
味
、
辣
味
（
ピ
リ
ッ
と
辛
い
）
の
味
覚
で
、
ま
た
そ
の
先
端
を
噛
ん
で
軟
ら
か
く
し
た
と
き
に
、
線
維
の
長
い
も
の
（
絮
）
が
よ
い
と
さ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
大
木
と
な
る
胡
葈
（
こ
し
・
現
代
イ
ン
ド
で
は
合
歓
の
木
を
最
良
と
し
て
い
る
）
の
根
は
最
も
効
用
が
あ
り
精
（
す
ぐ
れ
）
て
い
る
。
そ
れ

は
地
中
に
二
寸
ほ
ど
の
根
の
蒼
い
部
分
が
よ
い
と
い
う
。
こ
の
根
を
使
え
ば
、
歯
質
を
堅
く
し
口
を
香
し
く
し
（
口
臭
を
の
ぞ
き
）、
食
べ
た
も
の

を
よ
く
消
化
し
痰

を
去
る
（
気
分
が
よ
く
な
る
）。
こ
れ
を
半
月
も
使
っ
て
い
れ
ば
吐
く
息
も
清
々
し
く
な
り
、
三
旬
（
三
十
日
）
も
す
れ
ば
歯

の
痛
み
や
歯
槽
膿
漏
の
不
快
感
も
癒
え
る
い
う
。
必
ず
歯
木
を
よ
く
噛
ん
で
歯
を
よ
く
磨
い
て
、
歯
と
歯
の
間
に
溜
ま
っ
た
も
の
を
唾
液
と
と
も
に

吐
き
捨
て
る
（
涎

）
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
水
で
よ
く
口
を
漱
ぐ
と
い
う
の
が
こ
の
作
法
で
あ
る
。

　

そ
の
次
に
は
、
鼻
中
を
少
量
の
水
で
洗
い
な
が
す
作
法
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
こ
れ
は
龍
樹
菩
薩
の
養
生
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
鼻
中
を
水
で

洗
い
な
が
そ
う
と
す
れ
ば
、
慣
れ
な
い
内
は
鼻
か
ら
喉
の
方
へ
と
流
れ
て
し
ま
う
が
、
始
め
は
そ
れ
で
も
よ
い
。
そ
う
や
っ
て
い
る
内
に
上
手
に
出

来
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
習
慣
に
し
て
い
れ
ば
病
気
に
も
な
り
に
く
く
な
る
。

　

然
し
て
、
牙
歯
根
の
宿
穢
は
蓄
積
し
久
し
く
す
る
と
堅
く
な
っ
て
、
歯
垢
や
歯
石
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
歯
根
に
蓄
積
し
た
食
べ
物
の

汚
れ
な
ど
を
歯
木
で
よ
く
磨
き
、
舌
も
こ
す
っ
て
清
潔
す
る
。
そ
こ
で
口
中
を
水
で
よ
く
漱
ぐ
の
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
に
お
湯
を
使
っ
て
よ
く
漱
げ

ば
さ
ら
に
腐
敗
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
自
分
自
身
の
歯
で
終
身
ま
で
食
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
イ
ン
ド
で
は
歯
の
痛
み
と
い
う
も
の
が
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
偏
に
歯
木
で
歯
を
磨
く
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
歯
木
の
習
慣
を
知
ら
な
い
で
、
そ
の
作
法
を
楊
枝
と
名
づ
け
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
イ
ン
ド
で
は
柳
と
い
う
樹
木
は
ほ
と
ん

ど
目
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
歯
木
を
楊
枝
と
訳
し
た
者
は
、
実
際
に
は
歯
木
が
柳
樹
と
違
う
樹
木
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
ナ
ー
ラ

ン
ダ
僧
院
で
実
際
に
見
聞
し
て
き
た
の
で
、
こ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
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（
中
略
）
イ
ン
ド
で
は
僧
侶
も
、
一
般
人
も
歯
木
で
歯
を
磨
く
作
法
は
習
慣
と
な
っ
て
い
て
、
三
歳
の
童
子
で
す
ら
磨
く
ほ
ど
で
あ
る
。
僧
侶
の

生
活
も
、
一
般
人
の
生
活
も
、
歯
木
の
作
法
は
効
用
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
欲
し
い
。
も
う
伝
え
る
べ
き
こ
と
は
言
い
尽
く
し
た
の

で
、
こ
の
作
法
を
実
践
す
る
か
否
か
は
、
各
人
の
良
識
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
八　

朝
嚼
齒
木
】
大
正
五
四　

二
〇
八
Ｃ

毎
日
旦
朝
。
須
嚼
齒
木
揩
齒
刮
舌
務
令
如
法
。
盥
漱
清
淨
方
行
敬
禮
。
若
其
不
然
。
受
禮
禮
他
悉
皆
得
罪
。
其
齒
木
者
。
梵
云
憚
哆
家
瑟
詑
。
憚
哆

譯
之
爲
齒
。
家
瑟
詑
即
是
其
木
。
長
十
二
指
。
短
不
減
八
指
。
大
如
小
指
。
一
頭
緩
須
熟
嚼
。
良
久
淨
刷
牙
關
。
若
也
逼
近
尊
人
。
宜
將
左
手
掩
口
。

用
罷
擘
破
屈
而
刮
舌
。
或
可
別
用
銅
鐵
作
刮
舌
之
篦
。
或
取
竹
木
薄
片
如
小
指
面
許
。
一
頭
纖
細
以
剔
斷
牙
。
屈
而
刮
舌
勿
令
傷
損
。
亦
既
用
罷
。

即
可
倶
洗
棄
之
屏
處
。
凡
棄
齒
木
。
若
口
中
吐
水
。
及
以
洟
唾
。
皆
須
彈
指
經
三
。
或
時
謦

過
兩
。
如
不
爾
者
棄
便
有
罪
。
或
可
大
木
破
用
。
或

可
小
條
截
爲
。
近
山
莊
者
。
則
柞
條
葛
蔓
爲
先
。
處
平
疇
者
。
乃
楮
桃
槐
柳
随
意
預
收
。
備
擬
無
令
闕
乏
。
濕
者
即
須
他
授
。
乾
者
許
自
執
持
。
少

壯
者
任
取
嚼
之
。
老
宿
者
乃
椎
頭
使
碎
。
其
木
條
以
苦
澀
辛
辣
者
爲
佳
。
嚼
頭
成
絮
者
爲
最
。
麁
胡
葉
根
極
爲
精
也
（
即
倉
耳
根
并
截
取
入
地
二
寸
）。

堅
齒
口
香
。
消
食
去

。
用
之
半
月
口
氣
頓
除
。
牙
疼
齒
憊
三
旬
即
愈
。
要
須
熟
嚼
淨
揩
。
令
涎

流
出
。
多
水
淨
漱
。
斯
其
法
也
。
次
後
若
能
鼻

中
飲
水
一
抄
。
此
是
龍
樹
長
年
之
術
。
必
其
鼻
中
不
串
。
口
飲
亦
佳
。
久
而
用
之
便
少
疾
病
。
然
而
牙
齒
根
宿
穢
。
積
久
成
堅
。
刮
之
令
盡
。
苦
盪

淨
漱
。
更
不
腐
敗
。
自
至
終
身
牙
疼
西
國
迥
無
。
良
爲
嚼
其
齒
木
。
豈
容
不
識
齒
木
名
作
楊
枝
。
西
國
柳
樹
全
稀
。
譯
者
輒
傳
斯
號
。
佛
齒
木
樹
實

非
楊
柳
。
那
爛
陀
寺
目
自
親
觀
。
既
不
取
信
於
他
。（
中
略
）
然
五
天
法
。
俗
嚼
齒
木
自
是
恒
事
。
三
歳
童
子
咸
即
教
爲
。
聖
教
俗
流
倶
通
利
益
。

既
申
臧
否
行
捨
随
心
。

（
注
８
）

　

第
九
章
「
受
斎
赴
請
」（
お
斎
と
受
食
の
作
法
）

　

受
斎
に
つ
い
て
云
え
ば
、
必
ず
も
し
中
国
で
も
法
門
の
徒
で
あ
れ
ば
、
須
く
仏
の
制
定
し
た
法
式
、
す
な
わ
ち
律
の
教
え
に
よ
っ
て
実
践
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
僧
侶
も
必
ず
斎
の
供
養
に
赴
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
濾
羅
（
水
濾
し
フ
ィ
ル
タ
ー
）
を
将
（
も
っ
て
）
ゆ
き
、
衆
僧
の
も
ち
い
る

水
は
虫
の
有
無
を
よ
く
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
餐
食
が
お
わ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
か
な
ら
ず
歯
木
で
歯
を
み
が
く
べ
き
で
あ
る
。
も
し
口
に
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残
っ
た
余
の
膩
が
有
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
食
事
が
済
ん
で
い
な
い
と
見
な
さ
れ
、
斎
供
は
済
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
歯
木
を
嚼
ん
で
、
口
に
残

っ
た
膩
を
除
去
し
て
始
め
て
、
斎
供
が
終
了
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
日
二
食
の
た
め
、
餓
腹
し
て
夜
を
過
ご
そ
う
と
も
（
夜
宵
）、
非
時
食
戒
の
抵
触
、
正
午
を
過
ぎ
て
か
ら
の
嚼
食
（
噉
で
食
べ
る
固
形
の

食
べ
物
）
の
罪
は
免
れ
な
い
。
幸
（
ど
う
）
か
西
方
（
イ
ン
ド
）
の
食
法
を
看
て
、
東
川
（
中
国
）
の
作
法
を
そ
の
正
し
い
食
法
と
擬
（
な
ぞ
ら
）

え
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
中
国
の
状
況
が
律
蔵
の
検
察
に
叶
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
宜
し
き
は
、
自
然
に
明
か
に
な
る
。
こ
こ
で
詳
細
に
す
る
暇
は

な
い
が
、
知
者
は
ま
さ
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

嘗
っ
て
私
・
義
浄
は
試
み
に
こ
ん
な
こ
と
を
論
じ
て
曰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
然
し
て
無
上
世
尊
で
あ
り
、
大
悲
父
親
で
あ
る
大
聖
釈
迦
牟
尼
世
尊

は
、
衆
生
が
迷
津
に
淪
滞
（
し
ず
み
・
と
ど
こ
お
り
）
し
て
い
る
こ
と
を
愍
れ
み
、
三
大
阿
僧
祗
劫
を
歴
る
あ
い
だ
翹
勤
（
つ
と
め
）
ら
れ
、
衆
生

を
教
え
に
依
り
行
わ
せ
よ
う
と
冀
（
こ
う
ね
が
）
い
、
七
紀
（
八
十
余
年
）
も
の
あ
い
だ
、
こ
の
世
に
現
れ
て
正
法
を
顕
揚
し
、
衆
生
を
教
化
し
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
教
え
を
住
持
す
る
大
本
は
、
実
は
衣
と
食
の
あ
り
方
を
正
す
こ
と
、
律
蔵
の
検
察
に
則
し
て
日
常
生
活
を
正
し
く
保
つ
こ
と
が
、
最
も
先
と

な
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
世
尊
は
塵
労
の
増
長
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
僧
侶
の
日
常
生
活
に
機
能
す
べ
き
修
養
規
範
の
作
法
を
厳
し
く
戒
検

（
い
ま
し
め
し
ら
べ
る
）
を
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
戒
律
の
制
定
は
大
聖
釈
迦
牟
尼
の
意
に
在
る
か
ら
、
道
理
と
し
て
そ
の
戒
律
に
遵
っ
て
日
常
生
活
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国

の
仏
教
事
情
は
、
こ
の
仏
が
制
定
し
た
戒
律
に
反
し
て
軽
ん
じ
る
心
が
あ
り
、
そ
れ
を
以
て
自
分
た
ち
は
戒
律
に
照
ら
し
て
無
罪
の
道
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
法
侶
は
日
々
の
日
常
生
活
で
行
わ
れ
て
い
る
着
衣
喫
飯
、
た
と
え
ば
毎
日
の
食
事
一
つ
と
っ
て
も
、
食
噉
す
れ
ば
不

浄
（
触
）
を
受
け
て
い
る
の
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
但
だ
淫
戒
（
女
性
と
の
交
渉
ご
と
を
も
た
な
い
と
）
の
一
条
を
だ
け
を
と
護
っ
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
私
は
無
罪
の
人
で
あ
る
。
そ
の
私
が
何
で
苦
労
し
て
更
に
煩
瑣
な
律
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
云
っ
て
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
飲
食
物
を
咽
（
の
）
ん
だ
り
噉
（
た
べ
）
た
り
、
衣
を
着
た
り
脱
い
だ
り
し
て
い
る
日
常
生
活
の
現
実
と
は
、
元

よ
り
自
分
の
感
情
を
ま
っ
た
く
関
わ
ら
せ
ず
に
、
思
想
な
ど
の
観
念
的
な
次
元
で
、
直
ち
に
空
の
法
門
を
指
し
て
、
そ
れ
を
仏
の
意
で
あ
る
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
寧
（
ど
う
）
て
諸
々
の
戒
が
仏
の
意
で
は
な
い
、
と
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
来
、
戒
は
仏
意
で
あ
り
、
一
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つ
の
空
門
は
貴
い
、
ま
た
一
つ
の
戒
律
は
軽
い
と
い
う
の
は
、
単
な
る
臆
断
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
中
国
仏
教
の
法
門
の
徒
は
相
踵
（
あ
い
つ
）
い
で
、
戒
律
を
軽
視
し
、
空
門
を
重
視
す
る
伝
統
を
習
い
、
仏
が
制
定

し
た
は
ず
の
戒
経
（Prātim

oks・a　

波
羅
題
木
叉
）
を
窺
い
看
る
こ
と
は
し
な
い
。
両
巻
（
中
観
・
唯
識
）
の
空
門
を
説
く
経
巻
を
書
写
す
る
こ
と

が
得
（
で
き
）
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
道
理
は
経
・
律
・
論
の
三
蔵
を
包
む
と
謂
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
、
一
口
一
口
咽
（
の
）
む
た
び

に
、
正
に
流
漿
の
苦
（
大
変
な
苦
し
み
）
が
有
る
こ
と
を
思
わ
ず
、
一
足
一
足
歩
く
た
び
に
、
現
実
に
賊
住
の
殃
（
偽
僧
侶
の
わ
ざ
わ
い
）
を
招
く

こ
と
を
一
体
、
中
国
の
誰
が
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

【
大
正
五
四　

二
一
一
Ｃ
】

必
是
門
徒
須
教
法
式
。
若
行
赴
供
。
應
將
濾
羅
。
僧
所
用
水
並
可
觀
察
。
既
其
食
了
須
嚼
齒
木
。
若
口
有
餘
膩
即
不
成
斎
。
雖
復
餓
腹
終
宵
。
詎
免

非
時
之
過
。
幸
可
看
西
方
食
法
擬
議
東
川
。
得
不
之
宜
自
然
明
白
。
無
暇
詳
述
智
者
當
思
嘗
試
論
之
曰
。
然
無
上
世
尊
大
慈
悲
父
。
愍
生
淪
滯
。
歴

三
大
而
翹
勤
。
冀
使
依
行
。
現
七
紀
而
揚
化
。
以
爲
住
持
之
本
。
衣
食
是
先
。
恐
長
塵
勞
厳
施
戒
撿
。
制
在
聖
意
理
可
遵
行
。
反
以
輕
心
道
其
無
罪
。

食
噉
不
知
受
觸
。
但
護
婬
戒
一
條
。
即
云
我
是
無
罪
之
人
。
何
勞
更
煩
學
律
。
咽
噉
著
脱
元
不
關
情
。
直
指
空
門
將
爲
佛
意
。
寧
知
諸
戒
非
佛
意
焉
。

一
貴
一
輕
出
乎
臆
斷
。
門
徒
遂
相
踵
習
。
制
不
窺
看
戒
經
。
寫
得
兩
卷
空
門
。
便
謂
理
苞
三
藏
。
不
思
咽
咽
當
有
流
漿
之
苦
。
誰
知
歩
歩
現
招
賊
住

之
殃
。

（
注
９
）

　

第
二
十
五
章
「
師
資
之
道
」（
師
弟
関
係
の
あ
り
方
）

法
門
の
徒
、
門
人
や
弟
子
を
教
授
す
る
こ
と
は
、
仏
教
の
紹
隆
の
要
で
あ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
を
存
念
し
な
け
れ
ば
、
仏
法
は
滅
し
て
し
ま
う
こ
と

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
師
と
弟
子
が
互
い
に
関
係
す
る
事
は
、
必
ず
須
く
慇
懃
（
懇
ろ
に
勤
め
る
こ
と
）
し
て
、
宜
し
く
網
漏
（
ぬ

か
り
）
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

律
蔵
に
は
着
衣
喫
飯
の
修
養
生
活
の
中
で
弟
子
た
る
も
の
は
、
毎
日
晨
旦
（
早
朝
）
に
は
ま
ず
自
ら
が
歯
木
を
嚼
ん
で
清
浄
に
な
る
。
次
に
本
師

の
と
こ
ろ
へ
就
く
べ
き
で
あ
る
。
寝
て
い
る
本
師
の
身
体
を
按
摩
し
お
え
て
、
本
師
が
起
き
た
な
ら
、
晨
旦
の
歯
木
を
嚼
む
準
備
を
し
て
、
歯
木
・
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澡
豆
・
拭
巾
を
奉
じ
て
座
処
に
敷
き
置
き
、
本
師
を
安
穏
に
し
已
（
お
わ
る
）
の
で
あ
る
。
然
し
て
後
に
尊
儀
を
礼
拝
す
る
た
め
に
、
弟
子
は
仏
殿

を
旋
繞
（
め
ぐ
）
る
。
そ
の
後
に
も
と
の
所
に
却
っ
て
本
師
の
処
に
就
き
、
衣
を
�
（
と
と
の
）
え
て
一
礼
を
す
る
。（
義
浄
注
略
）

　

そ
し
て
、
弟
子
は
本
師
に
云
う
。
私
は
、
い
ま
、
請
白
す
る
こ
と
、
不
審
（
い
か
が
で
し
ょ
う
か
）。
�
波
駄
耶
（
親
教
師
）、
宿
夜
（
ひ
と
ば
ん
）、

身
体
は
安
ら
か
で
あ
る
か
ど
う
か
。
身
体
を
構
成
す
る
四
大
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
の
感
覚
は
平
和
で
あ
る
か
ど
う
か
。
動

止
は
軽
利
に
し
て
、
飲
食
は
銷
化
し
た
か
ど
う
か
。
旦
朝
の
餐
食
は
能
く
進
ん
だ
か
ど
う
か
。
斯
ら
の
請
白
の
広
略
は
、
そ
の
状
況
に
随
う
。
そ
の

時
に
本
師
は
乃
ち
、
身
体
の
四
大
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
の
安
・
不
安
を
量
っ
て
、
具
に
其
の
事
を
弟
子
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
本
師
へ
の
請
白

は
終
了
し
、
次
に
弟
子
は
隣
近
に
比
（
な
ら
）
ん
だ
房
舎
で
、
任
せ
る
こ
と
の
大
き
い
者
（
法
臈
の
多
い
法
侶
）
を
敬
礼
す
る
こ
と
が
能
（
で
き
）

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
少
し
許
か
り
の
経
を
読
み
、
ま
た
先
に
受
け
た
所
の
教
え
を
憶
念
す
る
。
日
々
に
新
し
い
こ
と
を
学
び
、
ま
た
月
々
に
故
（
過
去
に
学
ん
だ
）

こ
と
を
憶
念
し
、
寸
陰
も
虧
け
る
こ
と
が
な
い
。
日
時
計
の
影
が
小
食
（
朝
食
の
粥
）
の
時
間
の
位
置
に
至
る
の
を
待
ち
、
身
体
の
四
大
要
素
の
バ

ラ
ン
ス
感
覚
、
軽
重
を
量
り
、
本
師
に
請
白
し
て
か
ら
、
方
に
弟
子
も
自
分
の
小
食
を
食
べ
る
の
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
二
一
Ｃ
】　

第
二
十
五
章
「
師
資
之
道
」

夫
教
授
門
徒
。
紹
隆
之
要
。
若
不
存
念
。
則
法
滅
可
期
。
事
須
慇
懃
無
宜
網
漏
。
律
云
。
毎
於
晨
旦
先
嚼
齒
木
。
次
可
就
師
奉
其
齒
木
。
澡
豆
水
巾

敷
置
坐
處
。
令
安
穩
已
。
然
後
禮
敬
尊
儀
。
旋
繞
佛
殿
。
却
就
師
處
攝
衣
一
禮
更
不
重
起
。
合
掌
三
叩
双
膝
踞
地
。
低
頭
合
掌
問
云
。

波
駄
耶
存

念
。
或
問
云
。
阿
遮
利
耶
存
念
。
我
今
請
白
。
不
審
。

駄
耶
。
宿
夜
安
不
。
四
大
平
和
不
。
動
止
輕
利
飲
食
銷
不
。
旦
朝
之
餐
可
能
進
不
。
斯
則

廣
略
随
時
也
。
時
師
乃
量
身
安
不
。
具
答
其
事
。
次
於
鄰
近
比
房
任
。
能
禮
其
大
者
。
次
讀
少
許
經
。
憶
所
先
受
。
日
新
月
故
無
虧
寸
陰
。
待
至
日

小
食
時
。
量
身
輕
重
。
請
白
方
食
。

（
注
10
）

　

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」
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前
二
十
五
章
で
「
日
時
計
の
影
が
小
食
（
朝
食
の
粥
）
の
時
間
の
位
置
に
至
る
の
を
待
ち
、
身
体
の
四
大
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
、
軽
重
を
量
り
、
本
師

に
請
白
し
て
か
ら
、
方
に
弟
子
も
自
分
の
小
食
を
食
べ
る
の
で
あ
る
。」
と
云
っ
た
の
は
、
即
ち
起
床
し
た
時
の
四
大
の
身
体
感
覚
、
地
・
水
・
火
・

風
の
四
大
の
強
弱
（
バ
ラ
ン
ス
感
覚
）
を
観
察
し
て
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
小
食
を
取
る
か
ど
う
か
、
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
実
際
に
つ
い
て
云
え
ば
、
も
し
早
朝
に
起
き
て
身
体
感
覚
が
軽
利
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
四
大
の
強
弱
が
調
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
便
ち

日
常
食
べ
る
所
の
如
く
に
小
食
を
と
っ
て
可
い
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
身
体
感
覚
が
軽
利
と
は
ゆ
か
ず
に
、
体
調
が
普
段
と
は
別
異
な
る
処
が
あ
る

な
ら
ば
、
必
ず
須
く
其
の
身
体
感
覚
の
不
調
の
起
因
と
、
そ
の
由
来
す
る
四
大
不
調
和
の
原
因
を
視
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
既
に
病
気
の
源
を
知
り

得
た
な
ら
ば
、
然
し
て
後
、
将
に
息
（
休
息
し
養
生
す
る
）
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
休
息
し
養
生
し
た
後
に
、
も
し
身
体
が
軽
利
・
健
全
の
感

覚
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
飢
え
の
火
（
火
大
）
が
身
体
の
内
で
然
（
燃
）
え
て
、
昨
日
来
の
胃
中
の
食
べ
物
（
宿
食
）
を
銷
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
時
に
は
小
食
の
時
間
に
至
っ
た
ら
、
方
に
始
め
て
餐
噉
す
る
の
で
あ
る
。

　

凡
そ
平
旦
（
朝
）
は
「
痰

の
時
」
と
名
付
け
る
。
そ
れ
は
宿
食
の
余
り
口
津
（
つ
ば
）
が
積
聚
し
て
胸
膈
（
胸
と
腹
の
間
）
に
在
っ
て
、
尚
、

未
だ
に
踈
散
（
銷
化
）
し
て
い
な
い
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
小
食
を
食
べ
た
な
ら
、
便
ち
身
体
に
と
っ
て
咎
（
わ
ざ
わ
い
）

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
譬
え
て
み
れ
ば
、
火
焔
の
起
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
薪
を
投
げ
入
れ
れ
ば
、
薪
は
乃
ち
尋
（
つ
）
ぎ
従
ぎ
に
火
と
化
す
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
火
が
未
だ
に
著
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
草
を
安
置
し
た
な
ら
、
草
は
遂
に
そ
の
ま
ま
で
存
っ
て
、
そ
の
ま
ま
火
が
つ
い
て

然
（
燃
）
え
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
小
食
と
は
大
聖
釈
迦
牟
尼
世
尊
が
、
本
来
は
一
日
一
食
の
昼
の
食
事
（
時
食
）
と
は
別
に
、
早
朝
に
食
べ
る
こ
と
を
開
許
（
ゆ
る
）
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
食
の
内
容
は
、
も
し
は
粥
、
も
し
は
飯
で
あ
り
、
や
は
り
身
体
の
四
大
の
強
弱
を
商
量
し
て
か
ら
食
べ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
小
食
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
律
蔵
に
粥
と
飯
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
粥
の
効
能
に
つ
い
て
、
小
食
を
粥
に
す
れ
ば
よ
く
仏
道
を

資
け
る
と
、
そ
の
徳
性
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
飯
を
要
る
な
ら
ば
方
に
身
体
を
長
（
さ
か
）
ん
に
す
る
の
で
、
平
旦
（
朝
）
に
飯
を
食
べ
る
こ

と
も
、
律
の
教
え
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
二
三
Ｂ
】

「
二
十
七
先
體
病
源
」
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前
云
。
量
身
輕
重
方
餐
小
食
者
。
即
是
觀
四
大
之
強
弱
也
。
若
其
輕
利
。
便
可
如
常
所
食
。
必
有
異
處
則
須
視
其
起
由
。
既
得
病
源
然
後
將
息
。
若

覺
輕
健
飢
火
内
然
。
至
小
食
時
方
始
餐
噉
。
凡
是
平
旦
名
痰

時
。
宿
食
餘
津
積
在
胸
膈
。
尚
未
疏
散
食
便
成
咎
。
譬
乎
火
焔
起
而
投
薪
。
薪
乃
尋

從
火
化
。
若
也
火
未
著
而
安
草
。
草
遂
存
而
不
然
。
夫
小
食
者
是
聖
別
開
。
若
粥
若
飯
量
身
乃
食
。
必
也
因
粥
能
資
道
。
即
唯
此
而
非
餘
。
若
其
要

飯
方
長
身
。
旦
食
飯
而
無
損
。

（
注
11
）

　

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」

西
方
の
学
問
で
五
明
論
（Pañca-V

idyā

）、
声
明
（abda-V
idyā

）、
工
巧
明
（ipakarm

asthāna-V
idyā

）、
医
方
明
（Cīkitsā-vidyā

）、
因

明
（H

etu-vidyā

）、
内
明
（A

dhyātm
a-vidyā

）
の
一
分
野
の
医
学
が
あ
る
。
そ
の
医
学
で
は
、
ま
さ
に
五
官
に
よ
っ
て
声
の
感
じ
、
皮
膚
の
色

つ
や
な
ど
身
体
の
特
徴
な
ど
の
変
化
を
観
察
す
る
。
燃
後
、
八
医
術
（『
八
科
精
髄
集
』、Skt. A

st・・ān

・gā-hrd・
・aya-sam

・hitā

、T
ib. Y

an-lag 

brgyad-pahi sñin

・-po badus-pa shes-dya-ba
）
を
行
ず
べ
し
と
云
う
。
如
し
も
斯
の
医
術
の
精
妙
な
る
学
問
体
系
を
理
解
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

医
術
に
順
（
し
た
が
）
う
こ
と
を
求
め
な
が
ら
も
、
返
っ
て
し
れ
に
違
背
す
る
こ
と
に
成
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、
一
に
は
所
有

る
諸
々
の
腫
れ
物
（
瘡
）
を
論
ず
、
二
に
は
首
疾
に
針
刺
す
る
を
論
ず
、
三
に
は
身
の
患
を
論
ず
、
四
に
は
鬼
瘴
を
論
ず
、
五
に
は
悪
掲
陀
（A

gada

　

毒
）
を
論
ず
、
六
に
は
童
子
の
病
を
論
ず
、
七
に
は
長
年
の
方
法
を
論
ず
、
八
に
は
身
力
を
足
す
を
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
八
つ
の
診
療
科
目
を
解
説
す
れ
ば
、
一
は
内
科
外
科
を
か
ね
た
身
体
の
で
き
も
の
、
は
れ
も
の
治
療
、
二
は
頭
部
の
疾
患
で
眼
耳
鼻
や

咽
喉
の
治
療
、
三
は
身
体
の
首
か
ら
下
の
疾
患
で
内
科
の
治
療
、
四
は
心
が
惑
わ
さ
れ
た
よ
う
な
疾
患
の
精
神
科
の
治
療
、
五
は
悪
掲
陀
と
は
毒

（A
gada

）
の
こ
と
で
毒
物
の
療
法
、
六
は
胎
内
の
子
供
か
ら
十
六
歳
ま
で
の
子
供
の
治
療
、
七
は
寿
命
を
延
ば
す
療
法
、
八
は
身
体
壮
健
の
の
療

法
」
と
云
う
。
斯
（
こ
）
の
八
医
術
は
、
先
に
は
八
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
近
日
に
な
っ
て
有
る
人
（
バ
ー
グ
バ
タ　

V
āgbhat・a

）
が
編
集
し
略

述
し
て
一
夾
（
一
編
の
書
物
）
と
為
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

五
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
地
で
は
、
咸
悉
く
八
医
術
に
遵
っ
て
医
術
を
修
め
て
い
る
そ
し
て
、
但
（
も
っ
ぱ
）
ら
、
こ
の
医
術
を
理
解
す
る
者
に
は
、

イ
ン
ド
で
は
禄
を
食
ま
せ
な
い
、
医
術
者
が
生
活
に
困
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
是
に
由
っ
て
西
国
（
イ
ン
ド
）
で
は
大
い
に
医
術
の
人
を
貴
び
、
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ま
た
兼
ね
て
（
同
時
に
）
商
客
を
重
ん
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
と
云
え
ば
、
こ
の
医
術
の
人
と
商
人
の
二
つ
の
職
業
は
、
生
き
物
の
生
命
を
殺

害
す
る
こ
と
（
奪
う
こ
と
）
な
い
た
め
に
、
ま
ず
そ
れ
は
自
利
の
利
益
で
あ
る
と
同
時
に
、
利
他
と
し
て
他
の
救
済
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
告
白
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
私
・
義
浄
は
、
実
は
此
の
八
医
術
に
つ
い
て
已
（
す
で
）
に
功
学
を
学
習
し
て
用
い
て
い
た
が
、
入

天
竺
の
目
的
が
仏
跡
巡
礼
と
正
し
い
律
蔵
の
将
来
で
あ
り
、
さ
ら
に
仏
教
は
生
死
の
病
を
解
脱
す
る
妙
薬
で
あ
る
こ
と
に
反
し
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ

ー
ダ
医
学
は
四
大
病
を
治
療
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
遂
に
こ
の
医
術
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
二
三
Ｂ
】

「
二
十
七
先
體
病
源
」

然
西
方
五
明
論
中
。
其
醫
明
曰
。
先
當
察
聲
色
。
然
後
行
八
醫
。
如
不
解
斯
妙
。
求
順
反
成
違
。
言
八
醫
者
。
一
論
所
有
諸
瘡
。
二
論
針
刺
首
疾
。

三
論
身
患
。
四
論
鬼
瘴
。
五
論
惡
掲
陀
藥
。
六
論
童
子
病
。
七
論
長
年
方
。
八
論
足
身
力
。
言
瘡
事
兼
内
外
。
首
疾
但
目
在
頭
。
斉
咽
已
下
名
爲
身

患
。
鬼
瘴
謂
是
邪
魅
。
惡
掲
陀
遍
治
諸
毒
。
童
子
始
從
胎
内
至
年
十
六
。
長
年
則
延
身
久
存
。
足
力
乃
身
體
強
健
。
斯
之
八
術
先
爲
八
部
。
近
日
有

人
略
爲
一
夾
。
五
天
之
地
咸
悉
遵
修
。
但
令
解
者
無
不
食
祿
。
由
是
西
國
大
貴
醫
人
。
兼
重
商
客
爲
無
殺
害
。
自
益
濟
他
。
於
此
醫
明
已
用
功
學
。

由
非
正
業
遂
乃
棄
之
。

（
注
12
）

第
二
十
七
章
「
先
体
病
源
」

　

お
よ
そ
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
体
の
疾
病
は
、
咸
食
べ
過
ぎ
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
、
あ
る
い
は
過
労
に
よ
る
疲
労
が

た
ま
っ
て
生
ず
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
多
食
に
つ
い
て
云
え
ば
、
中
国
で
は
一
般
的
に
或
い
は
夜
に
餐
食
し
て
、
そ
の
食
物
が
未
だ
洩
れ

（
排
泄
）
な
い
う
ち
に
平
旦
（
朝
）
だ
か
ら
と
い
っ
て
餐
食
し
て
し
ま
う
。
或
い
は
平
旦
に
餐
食
し
て
銷
化
し
な
い
う
ち
に
午
時
に
還
（
ま
）
た
時

間
だ
か
ら
と
い
っ
て
餐
食
し
て
し
ま
う
。
茲
に
因
っ
て
疾
病
が
発
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
遂
に
は
暑
気
あ
た
り
に
よ
る
急
性
の
吐
き
下
し
の
疾
病
で

霍
乱
（
か
く
ら
ん
）
と
成
っ
て
し
ま
い
、

気
（
し
ゃ
っ
く
り
）
は
連
宵
（
よ
も
す
が
ら
）
息
（
や
）
む
こ
と
が
な
く
、
鼓
脹
（
お
な
か
の
は
り
）

は
終
旬
（
十
日
目
）
に
も
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
病
気
と
健
康
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
既
に
一
度
疾
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

05　影山.indd   11505　影山.indd   115 11.7.4   9:43:14 AM11.7.4   9:43:14 AM



現代宗教研究　第44号（2010.3）　　116

斯
れ
は
何
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
救
わ
れ
る
、
救
わ
れ
な
い
以
前
に
、
修
養
生
活
に
よ
っ
て
多
食
と
過
労
を
避
け
、
病
気
に
罹

ら
な
い
生
活
が
大
切
だ
と
云
え
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
私
・
義
浄
は
聊
（
い
さ
さ
）
か
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
つ
い
て
叙
述
し
た
が
、
母
国
の

皆
さ
ん
、
繁
重
（
く
ど
い
）
と
嫌
う
こ
と
な
か
れ
、
冀
う
の
は
、
未
だ
多
く
の
薬
を
損
耗
し
て
宿
痼
（
慢
性
疾
患
）
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
医
術
の
門
を
造
ら
な
く
て
も
（
叩
か
な
く
て
も
）、
新
痾
（
急
性
疾
患
）
を
遂
に
殄
（
つ
）
く
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
に
い
う
四
大
の
調
っ
て
暢
（
お
だ
や
）
か
な
ら
ば
、
百
病
が
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
教
え
は
、
自
他
共
に
利
益
す

る
も
の
で
あ
る
。
豈
し
て
こ
れ
が
有
益
で
な
い
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
、
毒
を
食
べ
て
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ー
ユ
ル

ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
健
康
管
理
や
心
が
け
の
問
題
で
は
な
く
、
蓋
し
（
ま
さ
し
く
）
斯
の
個
人
の
往
業
（
宿
業
）
に
由
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
と
現
在
の
縁
由
が
あ
っ
て
、
い
ま
こ
の
健
康
管
理
で
可
能
と
な
る
多
食
や
過
労
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
本
章
の
主
題
で
あ
る
「
先
体
病
源
」
は

必
ず
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
二
三
Ｂ
】

「
二
十
七
先
體
病
源
」

凡
四
大
之
身
有
病
生
者
。
咸
從
多
食
而
起
。
或
由
勞
力
而
發
。
或
夜
食
未
洩
平
旦
便
餐
。
或
旦
食
不
消
午
時
還
食
。
因
茲
發
動
遂
成
霍
亂
。

氣
則

連
宵
不
息
。
鼓
脹
即
終
旬
莫
止
。（
中
略
）
病
既
成
矣
。
斯
何
救
焉
。（
中
略
）
聊
爲
敘
之
勿
嫌
繁
重
。
冀
令
未
損
多
藥
宿
痼
可
除
。
不
造
醫
門
而
新

痾
遂
殄
。
四
大
調
暢
百
病
不
生
。
自
利
利
人
豈
非
益
也
。
然
而
食
毒
死
生
。
蓋
是
由
其
往
業
。
現
縁
避
就
非
不
須
爲
者
哉
。

（
注
13
）

第
二
十
八
章
「
進
薬
方
法
」

　

病
源
の
徴
候
を
知
る
に
は
、
旦
朝
に
起
床
し
て
身
体
の
四
大
の
状
態
を
感
じ
な
さ
い
。
も
し
四
大
不
調
の
徴
候
を
感
じ
た
な
ら
、
ま
ず
朝
の
う
ち

は
絶
粒
（
絶
食
）
す
る
こ
と
を
先
と
す
る
。
縦
令
え
大
い
に
ど
が
渇
こ
う
と
も
、
決
し
て
奬
（
ジ
ュ
ー
ス
）
水
も
進
め
て
は
な
ら
な
い
。
斯
は
極
禁

で
あ
る
。
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そ
し
て
、
絶
食
の
期
間
は
、
或
い
は
一
両
日
、
或
い
は
四
日
・
五
日
の
あ
い
だ
続
け
、
明
け
方
に
起
床
し
て
体
調
を
観
察
し
て
い
て
、
そ
れ
で
も
不

調
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
や
め
て
良
い
。
こ
れ
が
病
気
の
徴
候
を
知
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
義
は
琴
の
柱
を
ニ
カ
ワ
付
け
し
て
し
ま
い
、
正
し

い
音
階
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
同
様
で
、
柱
を
動
か
し
て
調
律
す
る
よ
う
に
、
絶
食
し
て
身
体
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
腹
に
宿
食
が
有
る
と
疑
っ
た
な
ら
、
ま
ず
腹
部
を
軽
く
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
か
ら
適
量
の
白
湯
を
飲
ん
で
、
更
に
指
を
つ
か
っ
て
そ
の
白
湯
を

吐
く
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
を
数
回
く
り
返
し
、
お
昼
頃
に
な
れ
ば
冷
た
い
水
を
飲
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
も
し
水
な
ど
を
飲
む
の
で

あ
れ
ば
、
乾
燥
さ
せ
た
生
薑
の
お
湯
を
飲
む
方
が
最
適
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
日
一
日
は
断
食
し
て
、
明
朝
に
な
っ
て
食
欲
が
あ
れ
ば
お
粥
な
ど
を
食
べ
る
と
よ
い
。
も
し
中
国
の
日
常
生
活
で
な
か
な
か
実
践

が
不
能
な
い
と
し
て
も
、
臨
機
応
変
に
斟
酌
し
て
こ
の
修
養
生
活
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

【
大
正
五
四　

二
二
四
Ｃ
】

「
二
十
八
進
藥
方
法
」

凡
候
病
源
旦
朝
自
察
。
若
覺
四
候
乖
舛
。
即
以
絶
粒
爲
先
。
縦
令
大
渇
。
勿
進
漿
水
。
斯
其
極
禁
。
或
一
日
二
日
。
或
四
朝
五
朝
。
以
差
爲
期
。
義

無
膠
柱
。
若
疑
腹
有
宿
食
。
叉
刺
斉
胸
。
宜
須
恣
飲
熟
湯
指
剔
喉
中
變
吐
令
盡
。
更
飲
更
決
以
盡
爲
度
。
或
飲
冷
水
理
亦
無
傷
。
或
乾
薑
湯
斯
其
妙

也
。
其
日
必
須
斷
食
。
明
朝
方
始
進
餐
。
如
若
不
能
。
臨
時
斟
酌
。

＊
こ
の
小
論
は
第
六
十
二
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
で
発
表
し
た
論
考
を
整
理
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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